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本委員会は、令和 2 年 12 月 4 日に開催された第 1 回委員会にお

いて、貴職より「今後の外国人医療対策の具体的な取組について―

新型コロナウイルス感染症対策も踏まえて―」について検討するよ

う諮問を受け、7 回にわたり議論を重ねてまいりました。 

ここに、これまでの本委員会の審議結果を取りまとめましたので、

ご報告申し上げます。 
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１．はじめに 
 
外国人医療について検討する契機となった平成 28（2016）年 3

月に政府が取りまとめた「明日の日本を支える観光ビジョン－世界
が訪れたくなる日本へ－」において、訪日外国人旅行者を令和 2
（2020）年に 4,000 万人、令和 12（2030）年には 6,000 万人と目
標を掲げた。 
日本医師会では、在留外国人の対応も含めて、全ての外国人が日

本人同様に不自由なく適切な医療を受けられるよう外国人医療対策
委員会を設置し、検討をしていた矢先に、新型コロナウイルス感染
症の世界的な感染拡大が数波に渡って起こり、我が国も甚大な被害
を受けることになった。 
平時における課題に加え、有事の際の新たな課題が浮き彫りとな

ったこの状況を踏まえ、今期は会長諮問「今後の外国人医療対策の
具体的な取組について―新型コロナウイルス感染症対策も踏まえて
―」について検討を行い、地域における現状や、外国人医療が直面
している課題、また各地域の取組事例等について取りまとめたので、
今後の活動の一助になることを切に願う。 
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２．外国人医療を取り巻く現状と課題について 
（１）全般 
新型コロナウイルス感染症の影響により、コロナ禍以前の令和元

（2019）年では約 3,200 万人もの訪日外国人旅行者が、令和２
（2020）年 2 月以降、ビジネストラック等の一部の外国人のみに再
入国が制限され、訪日外国人旅行者はほぼ皆無となった。 
令和３（2021）年 7 月に開催された東京オリンピック・パラリン

ピックでは、東京都の 4 度目の緊急事態宣言下でもあり、約 100 万
人と推計された訪日外国人旅行者はおろか、東京会場を中心に無観
客試合が決定された。9 月 30 日に緊急事態宣言が解除され、11 月
8 日より国際的な人の往来再開に向けた段階的措置がとられ、ビジ
ネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に水際対策の緩和
がされつつあったが、新たな変異株の感染拡大を受けて、11 月 30
日より全世界を対象に外国人の新規入国を停止（再入国は除く）す
ることになり、以前のような回復の兆しは未だ立っていない。なお、
水際対策で来日できない外国人は 10 月 1 日時点で約 37 万人といわ
れており、その約 7 割が技能実習生や留学生といわれている。 
他方、在留外国人は、令和 2（2020）年 6 月時点で約 290 万人で

あり、コロナ禍以前と殆ど変わらない状況である。 
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在留外国人における在留資格別構成比は、永住者が約 80 万人
（27.8%）、技能実習が約 40 万人（13.9%）、特別永住者が約 30 万
人（10.7%）、技術・人文知識・国際業務が約 29 万人（10.0%）で
ある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、国籍・地域別でみると、中国が 78 万人（27.3%）、韓国が

43 万人（15.1%）、ベトナムが 42 万人（14.6%）、フィリピンが 28
万人（9.8%）であり、アジア圏が全体の 75%超であった。 
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そのうち、居住地別構成比は、東京都が約 56 万人（19.7%）、愛
知県が約 27 万人（9.6%）、大阪府が 25 万人（8.8%）、神奈川県が
23 万人（8.2%）、埼玉県が 19 万人（6.8%）であり、大都市や重工
業地域に多い印象である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらの状況を踏まえ、国の施策を俯瞰すると外国人医療を行う

体制はまだ不十分な状況である。特に、厚生労働省が都道府県に設
置を促進しているワンストップ窓口については、未設置の都道府県
が大半であり、地域における外国人患者受入れ体制整備等を検討す
る協議会の設置についても、半数以上の都道府県が未設置の状況で
あり、外国人患者とのコミュニケーションを支援する医療通訳体制
は覚束ない状況である。一方で、出入国在留管理庁所管の一元的相
談窓口は、令和 2 年度末時点で全国 207 団体が設置し、外国人から
の多方面な問合せを約 48 万件受けている。 
しかしながら、前述のワンストップ窓口との連携が取れている自

治体は少なく、医療機関や外国人からの相談事に対応し得る「架け
橋的役割」とは言い難い状況である。 
また、従来からの課題である医療費の未収金問題や補填事業につ 
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いても地域間格差があり、医療機関がそれらに係る費用を負担して
いる状況である。これらの諸課題については、改めて章立てて説明
したい。 
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（２）医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査結果 
厚生労働省は、令和２（2020）年９月より、外国人に対する医療 

提供体制の現状を把握し、医療機関の外国人患者受入能力を向上さ
せるための基礎資料とするため、全国全ての病院と京都府・沖縄県
の診療所を対象に、外国人患者の受入れ実態に関する調査を実施し
た。 
本調査は、その目的によって調査票を調査票 A,調査票 B の 2 つ 

に分けて行われた。 
それぞれの調査票は以下のような目的で作成した。 

・調査票 A：医療機関における外国人受入体制に関する調査 
・調査票 B：医療機関における外国人患者の受入実績に関する調査 
調査票 B では、受診された患者を一ヶ月間追跡調査した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和２（2020）年 10 月 1 日～31 日の外国人患者受入実績につい 
ては、回答した 4,097 病院中、2195 病院（53.6%）において外国人
患者の受入実績があるとの回答が得られた。これは過去２回の調査
と同様の水準であった。 
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 都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」 
では、より多く、８割以上で外国人患者の受入があった。 
病院ごとの外国人患者数の中央値は、過去３回で、４人→８人→ 

６人であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国による外国人患者受入れのための支援策等の認知度の調査につ 

いては、研究班が作成した「外国人患者受入れのための医療機関向
けマニュアル」を「知らなかった」と回答した医療機関は２割であ
り、昨年（約４割）より減少した。また、その他の厚生労働省によ
る外国人患者の受入れ事業に関しては、「希少言語に対応した遠隔
通訳サービス事業」の認知度が最も高く、６割以上が「知っていた」
と回答した。 
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外国人患者に対する体制整備状況については、そもそも、自院に 

おける外国人患者の受診状況を把握していない病院が約４割あった。 
受入体制の「現状把握および課題抽出」をしていない病院は９割近 
く、「受入体制整備方針」を整備していない病院も同じく９割を占 
めていた。 
病院機能別に体制整備状況をみたところ、拠点的な医療機関であ 

っても「現状把握および課題の抽出」等の取組みについて、６割以
上の医療機関が実施していなかった。 
一方、「外国人患者受入医療機関認証制度」(JMIP)もしくは「ジ 

ャパンインターナショナルホスピタルズ」(JIH)に登録している医
療機関では、「現状把握および課題の抽出」、「受入れ体制整備方針」、
「マニュアルの整備」について、８割以上が実施していた。 
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外国人患者受入れ医療コーディネーターの配置については、回答 

があった全 4,800 病院のうち、配置している医療機関は 126 病院
(１割未満)であり、昨年度と同様の割合であった。 
病院機能別にみると、外国人患者受入れコーディネーターの配置 

率は、拠点的な医療機関や JMIP もしくは JIH 登録医療機関でより
高かった。 
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外国人患者受入れ医療コーディネーターの業務体制・役割につい 
ては、６割以上の病院で外国人患者受入れコーディネーターは兼任
者のみであった。 
ただ、専任者の配置がある割合は、徐々に増加傾向にあった。 
兼任者のうち最も多い職種は事務職員であった。コーディネーター 
の役割では、「院内の部署・職種間の連絡調整」が最多で、次いで
「患者や患者家族とのコミュニケーション」が多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
多言語化（医療通訳・電話通訳・ビデオ通訳・自動翻訳デバイス 

等）については、「医療通訳者」、「電話通訳」、「ビデオ通訳」また
は「翻訳対応のタブレット端末等」のいずれかが利用可能な医療機
関がある二次医療圏は 306 医療圏(91.3%)であった。昨年と比較す
ると、いずれのツールにおいても整備が進んでいた。 
 なお、回答のあった 4,800 病院中、「医療通訳者」は 332 病院 
(6.9%)、「電話通訳」は 719 病院(15.0%)、「ビデオ通訳」は 176 病 
院(3.7%)、「翻訳対応のタブレット端末等」は 1,276 病院(26.6%)で 
整備されていた。 
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外国人患者に対する自由診療の診療価格の決定方法については、 

昨年同様、9 割以上の病院が、診療報酬点数表を活用した倍数計算
を実施していた。 
 診療報酬点数表を活用していた 4,380 病院のうち、約 4 分の 1 が 
1 点当たり 10 点を超える診療価格の設定をしていた。昨年の約 1 
割と比べ増加が見られた。 
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医療通訳に関する費用を、追加的費用として請求している病院は、 
回答のあった 4,800 病院中、208 病院(4.3%)であった。ほとんどの
医療機関で、病院側が通訳料を自己負担している状況が継続してい
るといえる。 
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（３）外国人受入れに向けた国の施策 
厚生労働省は、令和 3 年度の「医療機関・自治体向けの外国人患

者受入れ環境整備支援」として様々な施策を展開している。本施策
のうち、個々の医療機関や都道府県医師会に関係するものは、次の
通りである。 
１）「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル（改訂
第３版）」1及び「地方自治体のための外国人患者受入環境整備に関
するマニュアル（改訂第２版）」2 
平成 30 年度～令和２年度厚生労働行政推進調査事業費補助金

（政策科学総合研究事業（政策科学推進研究事業））「外国人患者の
受入環境整備に関する研究」（北川雄光 慶應義塾大学病院長・医学
部外科学（一般・消化器）教授）において作成された標記マニュア
ル２点について、研究班により改訂され、令和３（2021）年６月に
公開された。 
改訂にあたり、医療機関向けマニュアルでは、宗教・文化的対応

に関する記載の充実が図られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00003.html 
2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00005.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/newpage_00005.html
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２）地域における外国人患者受入れ体制整備等を協議する場の設
置・運営の補助 
厚生労働省医政局では、都道府県による、地域の外国人患者受入

れに関する課題の整理及び課題に対する対応方針を策定するため、
多分野の関係団体（医療機関、医師会、病院団体・病院グループ、
医療通訳関係団体、観光協会、宿泊関連業者、国際交流協会等）か
らなる会議等の設置・開催に係る経費を支援している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）国による外国人対応に係る相談窓口の開設（夜間休日ワンスト
ップ窓口事業） 
都道府県による医療機関向けの外国人対応に関する相談窓口の設

置・運営の事業を補完するため、夜間休日（平日 17 時から翌９時
まで、土日祝日 24 時間）は、国において、相談窓口を開設してい
る。  
東京オリンピック・パラリンピックの開催された令和３（2021）

年７月～９月の３ヶ月間は、医療機関における緊急的な対応の増加
が見込まれたため、特例的に平日を含めて 24 時間体制で電話相談
を受付けていた。 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４）希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業 
民間サービスが少なく、個々の医療機関においては通訳者の確保

等が困難な希少言語に対して、国が有料の電話通訳サービスを提供
している。 
本電話通訳サービスの利用料金は、医療機関への請求となるが、

当該診療が保険診療であったとしても、医療機関が患者本人へ別途、
請求することが可能である（平成 17 年 9 月 1 日保医発第 0901002
号）。 
なお、本電話通訳サービスは、渡航者外来や出国者向けの PCR 

検査を実施している医療機関等を含め全ての医療機関において利用
可能である。 
 
 
 
 
 
 



16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
５）外国人向け多言語説明資料 
診療申込書、医療費請求書、診療科毎の問診票、同意書等につい

て、英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語のひな形が
厚生労働省 HP に用意されている。 
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６）外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト 
厚生労働省と観光庁が連携して「外国人患者を受け入れる医療機

関の情報を取りまとめたリスト」を公開し、定期的に更新している。 
なお、リスト掲載医療機関のうち、都道府県指定の「外国人患者

を受け入れる拠点的な医療機関」については、令和３（2021）年４
月から、医療機能情報提供制度における病院の機能分類の項目とし
て追加された。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
７）外国人患者受入れ情報サイト 
外国人患者受入れに資する医療機関認証制度等推進事業の令和３

年度事業実施者が運営する「外国人患者受入れ情報サイト」におい
て、外国人患者受入環境整備に関する情報発信を行っている。 
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８）不払いを発生させた訪日外国人受診者の情報登録システム 
訪日外国人による医療機関での不払いの発生抑止と民間医療保険

の加入徹底に資するため、保険医療機関で不払いを発生させた訪日
外国人受診者について、本人同意の上で、国へ情報提供頂く仕組み
が令和３（2021）年 5 月より開始された。情報は出入国在留管理庁
に提供され、次回入国の拒否等、当該訪日外国人の入国審査に活用
される。 
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９）外国人の新規入国制限の見直し 
我が国では、各国の新型コロナウイルス感染拡大状況および変異

株の発生状況を考慮し、水際対策を実施している。 
これまでの政府の入国制限とその緩和の対応を振り返る。 
令和 2（2020）年 7 月より、タイ・ベトナムなど非感染流行国か

らのビジネストラックまたはレジデンストラックを受け入れていた
が、国内の感染状況が深刻化したことを踏まえ、令和 3（2021）年
1 月 14 日より、「特段の事情」がない限り上陸を拒否するとした。
（「特段の事情」には日本人および永住者の配偶者又は子の新規入
国、入国目的に公益性が認められる者、東京五輪関係者などが含ま
れている） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インドで確認された新たな変異株（B.1.617、デルタ株）に対し

て、政府は令和 3（2021）年 5 月 18 日より追加の水際対策を開始
した。デルタ株の流行地域として指定された国・地域からの全ての
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入国者及び帰国者に対し、検疫所長が定める宿泊施設にて待機を求
めた。待機者は入国後 3 日目、6 日目に改めて検査を行い、陰性と
判断された者についてのみ退所し、14 日間の自宅等待機となった。 
検疫所指定宿泊施設での待機期間はその後決定された「水際対策

強化に係る新たな措置（１４）」（令和 3 年 5 月 25 日）において入
国前に滞在していた国の流行リスク別に 3 日待機、6 日待機、10 日
待機の指定を分けることとなった。いずれも待機期間中の検査陰性
をもって自宅等での待機に移行できるとした。6 月 28 日の改定で
は待機指定国を「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定
国・地域」として、他の変異株も含めた包括的な指定に切り替えた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原則入国禁止の実施後約 10 ヶ月が経過した令和 3（2021）年 11

月 8 日、政府は感染者数が減少していることを踏まえ、ビジネス目
的の短期滞在者や留学生などは、受け入れる企業や大学などが行動
を管理することを条件に入国を認めることとなった。 
ワクチン接種済者に対しては、検疫所の宿泊施設にて 6 日もしく

は 10 日の待機を指定されていないことを条件に、事前に申請され
た活動計画書に従った行動を行い、10 日目の検査陰性であった場合
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には、2 週間の待機期間を 10 日に短縮できるとした。 
また、商用・就労目的の滞在者については、入国前に受入責任者

が所轄省庁に申請を行い、管理することで、検疫所宿泊施設にて宿
泊せずとも新規入国可能となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし、南アフリカを中心に感染が拡大したオミクロン株への対

応として、令和 3（2021）年 11 月 29 日、政府は、当面 1 ヶ月の間、
全ての国・地域からのビジネス目的などの外国人の新規入国を原則
停止することとなった。 
なお、国土交通省が 12 月末までの 1 ヶ月間日本到着の国際線の

新規予約停止を要請したが、在外邦人の帰国需要に配慮できていな
かったとし、翌日に取り下げている。 
令和 3（2021）年 11 月 29 日に政府が示した措置は以下である。 
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令和 3（2021）年 12 月 3 日に公表された厚生労働省の「水際対
策強化に係る新たな措置（２１）」によれば、デルタ株等のオミク
ロン株以外の変異株による待機指定国・地域からの帰国者・再入国
者（在留資格保持者）のうち、ワクチン接種済者については、検疫
所での 3 日間待機を求めず、14 日間の自宅等での待機措置に切り
替えるとした。 
令和 3（2021）年 12 月 9 日時点における帰国者・再入国者の入

国フローは以下の通りとなっているが、オミクロン株の感染力、感
染拡大状況等により更なる変更がなされることが想定される。 
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３．新型コロナウイルス感染症の影響について 
（１）国内の概況 
１）新型コロナウイルス感染症における国内の変遷について 
新型コロナウイルス感染症は、わが国において、令和 2（2020）

年 1 月 15 日に最初の感染者が確認された。水際対策として、2 月
以降ビジネストラック等の一部の外国人のみの再入国に制限された。
また同月、クルーズ船、ダイヤモンドプリンセス号内で新型コロナ
ウイルス感染症の集団感染が発生し、横浜港へ寄港した。日本政府
は人道的支援として対応にあたり、乗員乗客 3,711 人のうち、合計
712 人が感染し、死亡は 13 人となった。３月１日には乗客乗員全
員が下船となり市中への感染拡大は確認されなかった。 

3 月末より、国内の感染症者は徐々に増加し、「第 1 波」へ。4 月
には 600 人/日を超え 1 回目の緊急事態宣言の発令を行った。発令
後減少し、5 月 25 日に解除となった。 

7 月～8 月上旬にかけて「第 2 波」となり、新規感染者は 1,500
人/日を超えた。感染症法上は、感染者は原則全員入院の体制であ
ったが、宿泊療養・自宅療養の選択肢が取られることとなる。8 月
中旬以降は減少に転じた。 

11 月には再び増加に転じ、「第 3 波」へ。令和 3（2021）年 1 月
には新規感染者数が 8,000 人/日を超え、2 回目の緊急事態宣言を発
令、3 月 21 日をもって、解除となった。 
その後、一部地域から再度感染拡大があり、「第 4 波」へ。4 月に

は、「まん延防止等重点措置」の適用等が順次実施された。しかし、
新規感染者数は 7,000 人/日以上となり、4 月 25 日より 3 回目の緊
急事態宣言を発令へ。特に大阪府・兵庫県・京都府においても中年
の中等症・重症者が急増、「入院したくても入院できない」医療危
機に陥った。対応策として自宅療養者への在宅医療やオンライン診
療などの実施、臨時医療施設の設置などが検討された。6 月 20 日
に沖縄県を除く都道府県に対する緊急事態宣言は解除された。 
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7 月に入ると再度増加、「第 5 波」へ。7 月 12 日より政府は東京
都を対象に 4 回目の緊急事態宣言を発令した。東京五輪は緊急事態
宣言下での開催となった。新規感染者数は、8 月中旬にピークとな
り、25,000 人/日以上となる。この急激な拡大は新たな変異株「デ
ルタ株」が主体となったこと、5 月以降 65 歳以上の高齢者にワク
チン接種が進んだ結果、50 代以下の中高年や 10 代以下の若年層へ
の感染拡大へつながったと言われている。 

9 月に入り新規感染者数は急速に感染者数が減り、9 月 30 日をも
って、発令していた緊急事態宣言および「まん延防止等重点措置」
は解除された。 
世界では新たな変異株「オミクロン株」が 11 月下旬に出現し、

感染急拡大に至った。わが国においても、令和 4（2022）年 1 月に
入ると再び急増し、「第 6 波」へ。第 5 波を上回る感染状況となり、
「まん延防止等重点措置」の適用等が順次実施された。全国で
80,000 人／日を超える日もあり、1 月 31 日時点の国内の新規陽性
者 7 日間移動平均は 74,018 人、陽性者数は累計 2,730,828 人、死亡
者数は 18,792 人となった。一方、ワクチン接種は累計約 2 億回を
超え、人口の約 78％が 2 回目の接種を完了し、3 回目の接種を行っ
ている。 
「オミクロン株」の弱毒化も指摘されているが、感染力は「デル

タ株」よりも強く、従来のワクチンの効果も減弱しており、急激な
感染者数に伴い重症者が増え、医療崩壊を招くと危惧している。 
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（参考）厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
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２）在留外国人の動向 
新型コロナウイルス感染症により、国内に在留する外国人が本国

への帰国を希望しても、それが困難な状況が発生した。帰国便が無
い、職を失った、帰国に関しての感染対策ができないなど。複数の
要因の元、在留期間のビザが切れて、いわゆるオーバーステイとな
ってしまう外国人が当初は増加したと言われている。出入国在留管
理庁発表の「不法残留者数」（2021 年 1 月 1 日現在）では 8 万
2868 人、７月１日現在７万 3327 人であり、この 6 か月で 11.5％の
減少となった。 
在留外国人の行動範囲は広く、仕事場の他、日本語学校・コミｭ

ニュテイ・行事への参加・同じ住まい（狭い所で多人数）など様々
な接触機会があると言われている。クラスターとなりやすく、他の
場所への連鎖があちこちで起こったと言われているが、その実数は
明確にされていない。 
外国人の日本滞在が長くなる中、新型コロナウイルス感染症以外

にも医療問題が明らかになってきた。本国に帰れないままの妊娠や
出産、長期滞在する場合の常備薬不足、傷病者の帰国搬送困難など
対応に迫られた例がある。 
 
３）外国人労働者の労働衛生 
日本では令和元（2019）年より新たな外国人人材の受け入れが開

始され、労働者数とともに、労働災害が増加傾向にあった。平成 27
（2015）年には労働者数は約 90.8 万人だったが、令和 2（2020）
年 10 月時点では約 172 万人と過去最高となっている。但し令和 2
年度の対前年増加率は 13.6％から 4.6％と減少した。 
国籍別の構成比は、平成 22（2010）年と比べ、中国・韓国が減

少する中、ベトナムは当時 2.0％だったのが、令和 2（2020）年で
は 14.6％と大幅に上昇している。 
新型コロナウイルス感染症に係る外国人労災請求は関東地方７労
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働局（2021 年 5 月 17 日時点）において、120 件となっている。内
訳はネパール 39％、フィリピン 10％、ベトナム 8％であり、運輸
業 45％、医療業 20％、社会福祉・介護事業 19％であった。ネパー
ル人が多かった理由としては、第 3 波の時期にあったネパールのお
祭りがきっかけになったと言われている。外国人への労働衛生の感
染症対策の徹底が示唆された。 
 
４）水際対策と東京オリンピック競技大会（以下「オリンピック大
会」）対策 
日本の水際対策としては、入国拒否の他、空港での検疫強化、

「入国者健康確認センター」の設置、入国時の検査と一時隔離など
が行われてきた。オリンピック大会は令和 2（2020）年 7 月から 1
年延期され、新型コロナ感染症対策として上記の水際対策に加え、
「ルールブック」が明示された。令和 3（2021）年 7 月に入り、一
都三県では新型コロナウイルス感染症が急拡大し、第５波へ。8 日
にはオリンピックの無観客開催が決定し、12 日から東京では 4 回
目となる緊急事態宣言がなされ、五輪期間は緊急事態宣言下での開
催となった。 
海外選手団関係の入国はアスリートトラックが設置され、日本政

府観光局（JNTO）訪日外客統計によると、訪日外国人の数は７月
5.1 万人、８月 2.6 万人であった（なお、6 月は 0.9 万人、9 月は
1.7 万人）。感染対策として導入された「バブル方式」は、選手や関
係者の移動・滞在を宿泊施設・練習場・競技場のみに制限し、行き
来するためのバスなどは一般市民とは分けることで、外部の人との
接触を極力避ける感染対策が行われた。大きな泡で包むように内部
と外部を遮断することから、「バブル」と呼ばれた。競技は開幕に
先立ち 7 月 21 日から開始し、大会は 8 月 8 日に閉会した。国立感
染症研究所が取りまとめた調査結果によると、定義に合致した新型
コロナウイルス感染症例は計 453 例で、属性別ではアスリート等が
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80 例（18%）、大会関係者が 373 例（82%）であった。居住地別で
は、海外からの渡航者が 147 例（32%）、国内居住者は 306 例
（68%）だった。また、選手村や競技会場など東京大会の管轄下で
行った検査は 8 月６日までに 62 万 4,364 件が行われ、陽性者は
138 人。陽性率は 0.02％となっており、懸念された大会の「クラス
ター」もチーム 12 人のうち 6 人が感染したギリシャのアーティス
ティックスイミング代表のみだった。 
なお、この時期の東京都の感染状況は、8 月 5 日に感染者数

5,000 人/日を超え、陽性率は 20％超えとなっていた。 
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（２）栃木県医師会の現状と取組 
栃木県における在留外国人は、栃木県産業労働観光部国際課によ

る『栃木県外国人住民数現況調査結果』によると、以下のとおりで
ある。 
 ① 全体 
 令和２(2020)年 12 月 31 日現在の外国人住民数は 42,828 人
（42,835 人）であり、８年ぶりに減少に転じた。 
 ・国籍・地域数      116 ヶ国・地域（118 ヶ国・地域） 
 ・県人口に占める割合   2.19% （2.18%） 
※県人口 1,955,402 人（1,965,516 人）[令和２(2020)年 12 月末 
現在 県市町村課調べ］ 

 ※（   ）内は前年同月値 
 ② 国籍・地域別 
  上位５か国は次のとおりで、全体の約 62％(令和 2（2020）年 

12 月末現在)を占める。 
(栃木県) 

国･地域名 

(上位５) 

R2.12 月末 R 元.12 月末 R2-R 元 （全国） 

国･地域名 

(上位５) 

R2.6 月末 

人数 構成比 

（％） 

人数 構成比 

（％） 

増減数 

（人） 

人数 構成比 

（％） 

ベトナム 7,951 18.6 7,264 17.0 687 中国 786,830 27.3 

中 国 6,534 15.3 6,854 16.0 ▲320 韓国 435,459 15.1 

フィリピン 4,893 11.4 5,283 12.3 ▲390 ベトナム 420,415 14.6 

ブラジル 3,999 9.3 4,151 9.7 ▲152 フィリピン 282,023 9.8 

ペルー 3,104 7.2 3,075 7.2 29 ブラジル 211,178 7.3 

この結果から、少なくとも新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、外国人住民の数はわずかに減少傾向にあると考えられ、国籍・
地域では全国に比してベトナムとペルーが多く、韓国が少ない状況
である。 
 こうした中、本会では、令和２（2020）年 10 月、各医療機関に
おける新型コロナウイルス感染症への対策や関連する課題を収集す
ることを目的に、日本医師会Ａ１会員に対し調査を行った（表 1）。
また、各医療機関から意見を聴取した（表 2）。 
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表２ 
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コロナ禍における外国人医療の意見・課題等 

＜診療所＞ 

外国語問診表や通訳アプリ、自動翻訳機（ポケトーク）等を使用して対応して

いるが、問診で正確な情報を聞き出せないことがあり、微妙なニュアンスが伝

わりにくく、コミュニケーションが困難な場合がある。 

発熱時の地域外来・PCR センターの受診など、新型コロナ（疑）の診療の手順

を説明するのに多大な時間と労力を要すが、どこまで理解しているかを判断で

きない。 

外国人の生活圏は密であるため、一人感染するとクラスターになる可能性が高

い。さらに外国から帰国したり、他県に行ったりすることが多く、常にコロナ

ウイルスに感染しているのではないかと不安に駆られながら診察している。 

発熱患者の外来受診時の説明や受診後の説明が手間取る。コロナ感染者や感染

疑いの方が来院したらかなりの時間が費やされると思う。 

 

＜病院＞ 

翻訳アプリで全ての言語が正しく翻訳されるわけではなく、通じないことが多

いので、説明を理解してもらえない。患者本人以外の大勢で来院することが多

い。ルールが理解してもらえず、守ってもらえない行為がある。 

治療費は最終的に公費だが、リネン代など、入院に伴う自費部分の支払いが滞

ってしまう。 

外国語を話せる職員が少ない（いない）ため、今後複数名の職員育成や採用を

検討する一方で、高機能翻訳機アプリなどの導入を検討するに当たり、導入助

成金などの補助を希望する。 

外国人患者では一人に対し 2～3倍の時間が掛かってしまう。 

入院するということを事前に承知した上で来院させる事や来院時・退院後の送

迎についてもフォローすることが必要。 

外国人に対する行政等からの情報提供が不足している。 

問診時、濃厚接触者等の確認をしなければならない項目が増え、日本語の理解

できるご家族、知人のいる方は通訳していただけるが、ご本人のみで直接来院

した場合、質問の意味をどこまで理解されているのか、不明であり不安であ

る。 

広域に渡る病床確保の影響により、地域外からも外国人患者を受け入れるケー

スがあるため、これまでに対応経験のない国籍・言語への対応が必要となって

いる。 

新型コロナウイルス感染患者の診療にあたっては、患者が日本人であっても、

スタッフに相当な負担がかかるものだが、患者が言葉の通じない外国人である

場合には、さらにその負担が増してしまう。 
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本調査内容は診療所と病院では、環境や資源が異なることが予想
されたことから、設問をそれぞれ設定し実施した。 
 診療所の調査結果としては、回答率 57.0％（回答医療機関数
617)で、診療科分布は、内科 51％、整形外科 10％、眼科 6％、耳
鼻咽喉科 5％、小児科 7％、皮膚科 4％、産婦人科 4％、外科 3％、
泌尿器科 2％、精神科 2％、婦人科１％、脳神経外科 1％、その他
4％だった。 
 回答医療機関において、新型コロナウイルス感染（疑い）の外国
人患者の診察経験を有する医療機関は 7％に留まったが、30％の医
療機関が「コロナ禍での外国人医療に苦心している」と答えており、
内容としては、言語に関する問題が 184 件と最も多く、次いで習慣
71 件、文化 48 件であり、意思の疎通や対面診療（コミュニケーシ
ョン）に関する点が多くあげられた。 
 次に、新型コロナウイルス感染症の発生前と発生後での外国人医
療における変化を認めたのは６％の診療所に留まった。これは、調
査を実施したのが、大きく感染が拡大した第３波以前に実施したこ
と、また、コロナ禍での課題である言語や文化等が、新型コロナウ
イルス感染症の発生前からのものであったことが要因であったと推
察された。 
 なお、会員からは、外国人の集団生活者が多い点や車内で待つよ
うに指示をしても院内に入ってきてしまうなど、医療機関の体制へ
の不理解を懸念する意見や、外国人労働者を有する事業所において
は、産業医の指導徹底が感染防止に重要との見解が示された。 
 続いて、病院の調査結果としては、新型コロナウイルスに感染
（疑い）している外国人患者を受入れていると回答したのは 31％
（20 病院）であり、その内訳は外来のみが 5 件、入院のみが 5 件、
外来・入院共に実績があるのが 10 件という結果だった。 
 受け入れている病院においては 75％が、何らかの課題を感じてお
り、その内容は診療所同様、言語、文化、習慣に関する課題があげ
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られた。 
 受入れに関する課題としては、感染防止に関する危機感が日本人
と異なる点や、説明の不理解等による問題が多く、初診での対応に
注意を喚起する意見もあった。 
 また、受け入れに対し何らかの対策を講じている病院は 39％であ
り、具体的には、翻訳アプリを導入しているのが外来で 16 件、入
院では 18 件と最も多く、次いで外国語を話せる職員を採用してい
るのが外来・入院共に 8 件という結果だった。 
 一方で、外国人クラスターが多発した地域では、住民から「外国
人は感染しやすい」等の偏見を持つ声もあがっていることが分かっ
た。 
 総じて、栃木県内の外国人住民は労働者が多く、国籍・地域や言
語も様々であり、医療機関においては、言語や文化、習慣の違いに
関連する問題が多かった。今後は受け入れ方針の策定や言語通訳サ
ービス等の多言語対応が必要と考える。 
 第５波が収束に向かいつつあった令和 3（2021）年 10 月に開催
された県内の新型コロナ入院受入医療機関長による会議では、数多
くの病院において、外国人患者に対する医療資源および時間が多く
割かれたことが確認された。さらに、ワクチン接種に関しても外国
人住民への周知に手間取り、接種に滞りが見えたことも事実であり、
コロナ禍において外国人医療の問題は極めて大きいことが指摘され
た。 
 また、医療機関側が苦慮しているのと同様に、外国人側も慣れな
い異国の地での受診等には多くの困難、障壁があり、特に丁寧な対
応が必要と考えられた。今後、外国人医療への十分な支援、対策が
望まれる。 
 
 
 



35 

（３）神奈川県医師会の現状と取組 
政府の観光立国政策等により、近年、訪日外国人観光客は急速に

増えている。首都圏に含まれる神奈川県も訪日外国人は多く、また、
神奈川県は、日本で有数の在留外国人が多い県である（法務省が発
表した「都道府県別在留外国人統計」によると、令和 2（2020）年
12 月５日の時点で 23 万 2,321 人と、東京都、愛知県、大阪府に次
ぐ数）ことから、神奈川県は生活全般に関する一般相談や、法律相
談、労働相談、教育相談と様々な窓口を県と県内の各市町村に設置
されており、神奈川県医師会も、神奈川県と連携し、医療分野にお
ける支援実施に向けて様々な取組・周知活動を実施している。 
 
１）【神奈川県多言語コールセンター】 
神奈川県では、昨今の新型コロナウイルス感染症により、コロナ

に罹った外国人患者又はその疑似患者の診察機会が増えることを想
定し、「神奈川県多言語コールセンター」を活用し、医療機関から
の新型コロナウイルス感染症患者等の対応に係る電話通訳相談サー
ビスを提供している。対応言語は８言語であり、委託業者を設置し、
対応期間は随時、延長更新している。 
【概要】 

対象言語：英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語、ロシア語、ベトナム語 （平日９時～18 時まで） 

対応期間：令和３年 10 月 31 日（日）18 時まで利用可能。  
※今後、１か月毎に契約を延長する予定であり、対応期間を延
長する。 

費用：無料。通話料、データ通信料（映像通訳サービス）の負
担のみ。 

 
２）【多言語支援センターかながわ】 
公益財団法人かながわ国際交流財団と NPO 法人多言語社会リソ
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ースかながわ（MIC かながわ）の共同運営によるセンターであり、
外国籍県民や来県外国人への情報提供・通訳支援を多言語で行って
いる。 
昨今の新型コロナウイルス感染症に関して困っている、日本語を

母国語としない方々向けの相談窓口「多言語ナビかながわ」を設け、
医療にかかわらず、生活で必要な情報（医療、保健、福祉、子育て
など）や相談を実施している。対応言語は 11 言語。 
①多言語ナビかながわ 
対応言語：やさしい日本語、英語、中国語、タガログ語、ベトナ

ム語、スペイン語、ポルトガル語、ネパール語、タイ
語、韓国・朝鮮語、インドネシア語 ※曜日によって
対応言語異なる。 

 月 火 水 木 金 
英語 ● ● ● ● ● 
中国語 ●   ●  

タガログ語 ● ●  ●  
ベトナム語  ●  ● ● 
スペイン語  ● ●  ● 
ポルトガル語    ● ● 
ネパール語 ●  ●   
タイ語 ●    ● 

韓国・朝鮮語   ●   
インドネシア語 ●    ● 
やさしい日本語 ● ● ● ● ● 

運営時間：平日 9：00～17：15 
費用：問合せ無料。通話料の負担のみ。 

②多言語医療問診票 
また、外国人が病気やけがの症状を医師に伝える支援として、多

言語医療問診票を作成し、公益財団法人かながわ国際交流財団のホ
ームページよりダウンロードができるようにしている。診療科別に
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翻訳され、各言語に日本語が併記されており、全 18 言語対応して
いる。 
対応言語：英語・中国語・スペイン語・韓国朝鮮語・タガログ

語・タイ語・ペルシャ語・ポルトガル語・インドネシ
ア語・ラオス語・ロシア語・ドイツ語・フランス語・
ベトナム語・カンボジア語・クロアチア語・アラビア
語、ネパール語 

診療科目：内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、
眼科、産婦人科、耳鼻咽喉科、歯科、精神科 

 
３）【MIC かながわ】 
神奈川県では、NPO 法人多言語社会リソースかながわ（MIC か

ながわ）と協働して、日本語を母語としない外国籍患者が安心して
医療を受けられるように、協定医療機関から派遣依頼を受け、医療
通訳相談窓口のコーディネーターが医療通訳スタッフを派遣する事
業を実施している。現在、県内 72 の協定医療機関からの派遣依頼
を受け、コーディネーターが調整の上、医療通訳者を派遣している。 
①コロナ禍における現状 
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度以降、通訳

派遣の休止を挟みながら、派遣だけでなく、電話通訳なども含めた
活動を実施している。しかし、コロナ禍の活動自粛により、活動し
ている医療通訳者の方々でも通訳派遣を断る方が多くいる。今後も
医療通訳の依頼が増加することが見込まれる中、医療スタッフの対
応件数の限界や、人材確保の課題等を踏まえ、本事業のあり方検討
部会にて、今後の医療通訳派遣実施の対策を検討している。 
②医療通訳派遣 
利用媒体：医療通訳派遣、電話通訳※希望により Zoom によるビ

デオ通訳も可能。 
利用対象者：協定医療機関のみ（R3.11/19 現在、県内 72 医療機関） 
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対応言語：13 ヶ国語（スペイン語、ポルトガル語、中国語、タガ 
ログ語、韓国・朝鮮語、英語、タイ語、ベトナム語、
カンボジア語、ラオス語、ロシア語、フランス語、ネ
パール語） 

費用：登録料。 
 
４）【AMDA 国際医療情報センター】 

NGO（非政府組織）として 92 年に設立された団体である。外国
人や外国人患者を受け入れている医療機関、外国人を雇用している
会社、地方行政窓口などから日本語を含む多言語での医療関連の相
談を受け、在日・訪日外国人に言葉が通じる病院の紹介や、医療福
祉制度の案内、医療機関受診時の電話による医療通訳を行っている。 
また、平成 30（2018）年４月より無料電話通訳の専用ラインを

始め、医療通訳として経験を重ねたスタッフが担当し、６ヵ国語に
対応している。 
①無料電話通訳の専用ライン 
運営時間：平日 10：00～15：00 
対応言語：英語、韓国語、タイ語、スペイン語、中国語、ポルト

ガル語※曜日によって、対応言語は異なる。 
 月 火 水 木 金 

英語 ● ● ● ● ● 
韓国語 ●     
タイ語  ●    

スペイン語   ●   
中国語  ●  ●  

ポルトガル語     ● 
②コロナ禍の対応 
新型コロナウイルス感染症により、AMDA 国際医療情報センタ

ーでは、下記にある活動報告の通り、外国人からの相談・通訳を行
う中で、コロナ禍における外国人への医療対応を実施した。その結
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果、在留外国人の国籍・言語の多様さが伺え、医療情報格差、特に
コロナ対策に関する情報の格差が深刻であり、その不安から受診相
談が増加した。この相談等活動を通じて、①外国人医療ネットワー
クが形成されてきているが、外国人から接続できる仕組みではない、
②外国人からの相談をネットワーク側に橋渡しする機能が不足して
いる、③外国人自身が相談し、日本の仕組みに合わせた受診行動へ
つながるプロセスが不足している、という課題が見えてきており、
改めて、日本における外国人患者への対応に関する問題を認識でき
た。 
③２０２０年活動報告 
（ⅰ）緊急プロジェクト多言語コロナ相談 

⇒やさしい日本語を含め９か国語で 644 人の方にコロナ相談対
応している。 

（ⅱ）アムダ通訳ライン 
⇒６か国語で電話医療通訳を実施している。（実績：46 人） 

（ⅲ）電話医療相談 
⇒やさしい日本語を含め９か国語で 1,333 人に医療機関情報を
提供している。 

（ⅳ）東京都保健医療情報センター外国語対応事業受託 
⇒５か国語で 11,101 人に医療機関情報を提供している。 

 
５）【港町診療所】 
昭和 54（1979）年に港湾労働者らの医療や保健のために設立さ

れた、神奈川県勤労者医療生活協同組合の診療所である。「みなと
まち健康互助会」（MF-MASH）を発足させ、十条通り医院、横須
賀中央診療所も参加している。 
月々会費 2,000 円を基に、公的保険に入れない、長期に継続して

治療が必要な外国人患者も国民健康保険と同じ３割負担の医療費ま
で下げ、外国人患者にも平等に医療提供をできるよう活動している。 
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６）【神奈川県外国人医療推進検討会議】 
神奈川県により設置された会議であり、外国人患者に関する対応

等のワンストップ窓口のあり方をはじめ、医療分野を含め県全体に
おける外国人への対応を検討する場である。 
神奈川県医師会からは、昨今の訪日・在留の外国人患者対応の増

加による医療現場の負担がかかることを懸念し、外国人患者対応の
ワンストップ窓口・検討協議会の設置を要望してきており、その結
果、本会議が設置された。 
この会議メンバーには、本会担当理事をはじめ、AMDA 国際医

療情報センター長などの医療分野の人材だけでなく、観光業・市町
村行政職員を交え、多角的な面からの外国人対応を検討している。
そのため、昨今の新型コロナウイルス感染症により、様々な分野か
ら外国人対応に関する課題等が共有でき、神奈川県における外国人
患者に関する対応等のワンストップ窓口の設置を推進している。 
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令和 3（2021）年 9 月 25 日の土曜日は外国人患者も日本人患
者も多かった。先週、患者数も少ないと思っていたら、ちょうど
4 週間前が夏季休暇、だから夏季休暇明けにやってきた人たちが
4 週後の 25 日に重なったということなのだろう。4 時間の診療で
筆者と小児科の全患者数が 82 人、うち 30 人が外国人だった。ベ
トナム人のスタッフが来てくれる月に一回の土曜日だったのでベ
トナム人患者が目立った。四苦八苦した患者が二人。A 市在住と
S 市在住の女性、二人とも住居近くの医療機関を受診しており、
症状に合わせて内視鏡検査、CT スキャンなどのさまざまな検査
を受けているが、結果は異状なし。それでも症状は継続してあ
り、言葉の問題があるので、これ以上の診療は難しいからと筆者
のクリニックに紹介されてきた。一人はメンタルクリニックも受
診していた。まず、患者の話を聞こうとしたが話があちらこちら
に飛んでわかりにくすぎる。そこでこちらから質問して進めてい
くことにしたが・・・筆者が話している間にベトナム人スタッフ
に質問なのか、症状の説明なのか話し始めてしまい、うまく進ま
ない。そこでまずは筆者の話を聞いてほしい、質問は後で受けま
すからと伝えてもらってようやく診察が軌道に乗った。待ってい
る患者のことを考えながら、こういう人たちの診察を行うのは大
変だ。前の医療機関では二人とも「ありとあらゆる」薬をとっか
えひっかえ処方されていて、診察していた先生方の苦労がしのば 

（４）外国人コミュニティにおけるクラスター発生等の現状と課題 
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数については、感染拡大

が始まった令和 2（2020）年１月以降、報道各社が毎日発表してい
るが、とりわけ、外国人感染者数や外国人クラスター発生状況につ
いては管理されていない状況である。 
本委員会の委員の医療機関においても、年間約 4,000 人の外国人

患者を見ているが、特に第 5 波の期間中の診療は対応に困難を極め
た。その一例を紹介するとともに、外国人医療の現状と課題につい
て申し上げる。 
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れる。一人は病気の説明をして納得してくれた、もう一人の方は
消化管の機能的疾患と推察し、次回、ベトナム人スタッフが来て
くれる日までの処方を行った。毎回のことだが、こういう人たち
の診察は有能な通訳がいなければとてもじゃないが、成り立たな
い気がする。 
午後 1 時から新型コロナのワクチン接種、9 バイアル 54 人に行

った。54 人中、25 人が外国人。うち、ｙ市在住は 14 人だけ。残
る 11 人は隣接する Z 市からフィリピン人が 8 人、Y 市からベト
ナム人とフィリピン人が一人ずつ、そしてＭ市から欧米の方が一
人であった。かかりつけではない人も少なからずいて、外国人が
居住地で接種を受けることの難しさが垣間見える。毎度のことだ
が、トラブルもつきない。ほぼ全員が予診票に記載がないままや
ってくるので、接種の前に予診票への記載を「指導」しなければ
ならない。さらに昨日はＭ市からやってきた欧米系の方、実は住
民票が今でも関西の某市にあって、この某市発行の接種券を持っ
てきたのだが・・・予診票に書いてきてくれた住所にはＭ市の現
住所が書いてある。予診票をもとにするとこのままでは接種費用
の請求がＭ市に行ってしまうが、某市の接種券では支払いが行わ
れるはずはない。説明してこの関西の某市の住所に書き直しても
らった。日本人でも間違えそうなケースだ。もう一人、フィリピ
ン人の件はややこしい。ｙ市から接種券をもらった直後にＹ市に
転居してしまったフィリピン人の例だ。1 回目の接種日にやって
きてその場でこの事実が判明、ｙ市の接種券では接種ができな
い。接種費用が支払われないためだ。ｙ市役所に問い合わせた結
果も踏まえて、接種日をずらすと再度の接種が困難なので、「翌
日、ｙ市からの接種券を持ってＹ市の居住区役所に行き、ｙ市か
ら転居してきたことを話して接種券をもらってくるように」と話
して接種を行った。この話はフィリピン人スタッフから事細かに
話してもらった。2 回目の接種にやってきたのだが、Ｙ市の区役
所からもらってきた接種券を見たら、1 回目の接種券の部分が真
っ黒に塗りつぶされていた。これでは一回目の接種費用の請求が
できない。二回目の接種を行った後、一回目の接種券を本人に渡 
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してくれるように区役所あての文書を作成して渡し、本人には月
曜日に区役所に行って一回目の接種券をもらってきてくれるよう
に頼んだ。この例も日本人でもややこしい、日本語が「生半可
に」わかる程度では理解できないだろう。 

 
令和 2（2020）年 5 月から令和 3（2021）年 10 月末の期間に筆

者のクリニックで Real time PCR または簡易抗原検査で新型コロナ
ウイルス感染症と判定された患者総数は 401 人、うち 134 人
(33.4%)が外国人であった。とくに令和 3（2021）年 1 月には 3 つ
の外国人クラスターを経験した。ベトナム人実習生のクラスター、
フィリピンパブから発生した 2 つのクラスターである。1 月の感染
者数は 77 人、うち 36 人(46.8%)がこの 3 つのクラスターを含む外
国人であった。ベトナム人の実習生のクラスターについては狭い居
住空間に多数が住んでいること、フィリピンパブから発生したクラ
スターについては居住空間のことに加え、ハグをする国民性がクラ
スター発生の原因のひとつと考えられた。居住空間の問題はなかな
か解決しにくいことではあるが、どのようなことが感染リスクを上
げるのか、どのようにしたら感染リスクを下げることができるのか
ということが、言葉の関係から外国人のコミュニティには伝わりに
くいのではないかと想像できる。同様に新型コロナの予防接種につ
いても外国人コミュニティに正確に情報が伝わっているのかという
ことが問題である。市町村自治体においては外国人居住者の予防接
種の割合等を検証し、感染予防なども含めて、どのようにして適切
な生活情報を外国人住民に日本人同様に届けることができるかを検
討すべきである。今後、外国人が増え続けるであろう我が国におい
ては、このような思考法が極めて大切であると考える。 
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（５）入院・宿泊療養における現状と課題 
１）京都府における外国人新型コロナウイルス感染症患者の現状 
令和 2（2020）年：京都府において、人口約 260 万人のうち外国 

人住民数は約 61,110 名で全人口の約 2.35％を占めている。内訳は
図１に示すとおりである。陽性患者の発生届の自由記載欄に「外国
人コミュニティにおけるクラスター」などの記載はあるものの、
HER-SYS においても国籍の記載は必須とされておらず、日本人・
在留外国人・訪日外国人の区別が不明確である。今回は、氏名・発
生状況から外国人であると推定された者を対象にした。 
令和 3（2021）年 10 月 31 日までに府内で発生した陽性者のうち

外国人住民の新型コロナウイルス感染者総数（日本人）は 764
（37,090）名で宿泊療養入所者数は 148（8,913）名、医療機関入院
数 114（7,182）名、自宅療養のみで療養解除になったものは 502
（20,995）名であった。（図２） 
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日本人と比べ自宅療養の比率が高かったのは、外国人陽性患者が

言語・環境等の不安のため自宅にとどまっていた可能性が示唆され
る。一方、外国人は居住環境により自宅での隔離が困難な場合が多
く、宿泊療養を必要とする場合も見られ、適切な療養環境を提供で
きていたか今後検証が必要である。 

 
２）医療機関・宿泊療養施設への入所までの課題 
京都府では従来から京都府健康医療よろずネットを介して府内の

外国語が通じる医師や薬局を照会するシステムや外国人にための医
療ガイドブック、多言語問診表、医療通訳派遣等を HP 上で公開し
ている。隔離療養が決定した際、患者に対し入院・宿泊療養の環
境・留意事項を説明し了承を得る必要があるが、行政（保健所）か
らの説明が十分でないまま入院・入所となる例が散見された。入
院・入所前の説明やオリエンテーションは入院・入所後の療養に影
響を及ぼすことがあり、早期からかつ適切な言語での対応が望まれ
る。 
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３）入院医療機関選定における課題 
感染症指定医療機関の中で、「外国人患者受入医療機関認証制度」

(JMIP)の認証医療機関は全国的にも少ない。 
京都府においても JMIP 認証医療機関や外国人医療提供体制が取

れた医療機関のコロナ対応病床は限られており、JMIP の認証医療
機関等に限ることなく 30 の医療機関に入院していた。「外国人患者
を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」に掲載されて
いる医療機関（病院のみ）」で新型コロナ感染症患者を受け入れた
のは 19 病院中 13 病院で、「外国人受入環境整備事業の対象医療機
関」では 2 病院中 1 病院が受け入れていたのみであった。平時は外
国人対応医療機関への集約化が可能であるが、感染拡大など非常時
においては外国人受け入れ病院への優先入院は現実的ではなく、多
くの医療機関の協力が不可欠である。今後、非常時にも多くの医療
機関が外国人医療体制を提供できるように「JMIP 認証医療機関」
や「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の拡大が望まれる。 

 
４）入院療養における課題 
外国人の入院療養では、平時の外国人医療体制の課題（言語・習

慣・未収金）がそのまま浮き彫りとなった。 
感染拡大により外国人の訪日が制限されていたため、感染者の多

くは実習生などの在留外国人であった。入院・入所前では、留学先
や職場上司などがキーパーソンや通訳を兼ねており言葉の障害は少
なかったが、入院・入所後はこれらの人も感染管理上や濃厚接触者
などで来院することが困難な状況となった。家族・親戚などの支援
に対する医療機関側の受入れ体制の強化が望まれる。 
 
５）食事 
平時よりハラル食などの提供を行っている施設もあったが、食事

の提供にはまだまだ課題が残った。病院食（特別食）の外注システ
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ムの活用など柔軟な対応が望まれる。 
 
６）医療費 
①外来医療費：新型コロナウイルス感染症疑い患者の抗原検査・
PCR 検査陽性確定前は帰国者接触者外来や発熱外来での診察とな
る場合が多く、適切な院内動線や掲示・案内が要求される。検査
結果が陰性の場合は医療費の支払いが発生するため、平時と同じ
ように事前に支払いルールに関して通訳・パンフレットの配置が
必要である。 
②入院医療費：原則公費負担であるが、健康保険等に未加入の場
合、全額負担となることに注意が必要である。公費負担を受ける
場合も入院を勧告した保健所において公費負担申請手続きが必要
となる。申請が行われていない場合はレセプトが保留となること
があり、公費負担申請手続きについての十分な説明が重要である。 
 
７）通訳 
ポケトークやスマートフォンのアプリは若干精度が落ちるものの、

おおむね使用可能であった。しかし、療養中の不安感が強い中、ア
プリ翻訳だけでは理解しにくい状況も考慮する必要がある。平時は
有効な手段とされている通訳者の派遣や友人・家人などによる対面
の通訳も感染防止対策のため、対応が困難となり、アプリやテレビ
電話を含む電話通訳などが主となった。在留外国人の中には片言の
日本語が出来る患者も多く、多くは通訳を介さず対応可能であった
が、片言同士での会話はお互い間違った理解が進む可能性があり、
注意が必要である。 
入院療養については「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療

機関等における外国人患者の受入れ体制確保事業」（参考資料）や
「海外の民間保険会社への医療費請求、搬送の調整等を支援する医
療機関向けアシスタンスサービスの契約」などの補助事業などの活
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用も望まれる。 
 
８）宿泊療養における課題 
宿泊療養を見ると、関係者の意見としては入院と同じく、言語、

食事の課題が多くあげられた。 
入院・宿泊療養に不安を感じる者もおり、自宅療養を選択するも

のも多く、宿泊療養・入院療養の開始が遅れる患者も発生した。保
健師等からの適切な情報提供・説明が必要で、全国保健所長会から
提供されている資料の有効利用が望まれる。京都府は早期からハラ
ル食を含めアレルギー食にも対応できる給食業者の協力を得て対応
することができた。しかし、弁当の１つ１つ中身の説明を要求され
る場面も生じた。 
言語についてはタブレット等翻訳アプリが積極的に使用された。 
宿泊療養において京都府はテレビ電話システムと音声のみのシス

テムの 2 種類の遠隔通訳システムも使用した。両者とも有用性は高
く、特に３者間のテレビ電話システムは患者の表情の観察も可能で
あり症状・不安などを踏まえた通訳対応が出来、有用であったとの
意見が多かった。 

 
９）今後 
今後は経口薬など新たな治療法も広まってくると考えられる。治

療の適応・副作用など説明の難しい場面も多く発生すると思われ、
保健所を含めた多くの医療機関における電話通訳サービスの活用の
促進が望まれる。 
国民健康保険、被用者健康保険への適正な加入促進等を担当する

外国人医療対策部局と新型コロナ担当部局との緊密な関与のもと来
るべき新興感染症において多くの医療機関が外国人の受入れが出来
る体制を構築すべきである。 
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（参考資料） 
医療提供体制の確保に向けた支援としては、令和 2 年度予算の第

1 次補正・第 2 次補正・予備費を活用した「新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援事業のメニューをさらに拡充し、「 新型コロナウ
イルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入れ体
制確保事業」として、▼言語対応▼多様な宗教や文化的背景への配
慮—など「外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体
制整備する」必要がある次の額を上限に新たな補助メニューが設け
られた。 
▽入院医療機関：1 施設当たり 1000 万円 
▽宿泊療養施設：1 施設当たり 200 万円 
対象は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関で、かつ、

都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
（選出予定含む）」である医療機関、および宿泊療養施設として、
次のようなケースを例示している。 
▽医療通訳のできる者、外国人患者受入れ医療コーディネーター、

清掃・消毒その他の外国人患者の療養の支援に必要な職員等の配置 
▽外国人患者とのやりとりに用いる資料（院内案内、療養上の注

意、各検査・治療に関する同意書、セルフ健康チェック表、動画説
明資料等）の多言語作成 
▽外国人患者の動線上における施設内表示の多言語翻訳 
▽外国人患者の特性を考慮したベッド、医療機器等の整備 
▽外国人患者の特性を考慮した宗教食の調理や礼拝に必要な設備

等の確保 
▽外国人患者対応の留意点を踏まえた医療従事者等の施設内感染

拡大防止対策（外国人患者対応の留意点を踏まえた研修、健康管理
等）の実施。 
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（６）外国人のワクチン接種および出国の際の陰性証明・ワクチン
接種証明に関する現状と課題 

１）外国人のワクチン接種 
 外国人のワクチン接種に関しては、｢本邦に在留することができ
る外国人｣と｢本邦に在留することができる外国人以外｣の二つの立
場があることを認識する必要がある。 
｢本邦に在留する外国人以外の方々｣に関しては、平成 24（2012）

年 6 月 14 日付各都道府県衛生主管部局に対して厚生労働省健康局
結核感染症課より本邦に在留することができる外国人以外の在留外
国人に対する予防接種についての事務連絡がある。平成 24（2012）
年 7 月９日に「外国人登録法」（昭和 27 年法律第 125 号）が廃止さ
れ、併せて「住民基本台帳法の一部を改正する法律」（平成 21 年法
律第 77 号）の施行（平成 24 年 7 月９日）の後は、外国人について
市町村が住民票を作成することとなり、「出入国管理及び難民認定
法」（昭和 26 年政令第 319 号）及び「日本国との平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」（平成 3
年法律第 71 号）（以下「入管法等」という。）の規定により本邦に
在留することができる外国人以外の在留外国人については、住民票
は作成されない状況である。一方、「出入国管理及び難民認定法及
び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」（平成 21 年法律第
79 号、以下「入管法等改正法」という。）附則第 60 条第 1 項の規
定を踏まえ、出入国管理及び難民認定法第 54 条第 2 項の規定によ
り仮放免をされ、当該仮放免の日から一定期間を経過したものにつ
いて、入管法等改正法施行日（平成 24 年 7 月 9 日）以後において
もなおその者が行政上の便益・サービスを受けられることとなるよ
うにするとの観点から、対象者の氏名、国籍、性別、生年月日、仮
放免日、住居、仮放免の失効及び住居変更等の情報について、各地
方入国管理局から対象者の住居が存在する市区町村に対して郵送で
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通知することとなった。 
このため、上記の趣旨を踏まえ、平成 24（2012）年 7 月９日以

降も、住民票、入国管理局からの通知を基に実施主体である市町村
の区域内に居住していることが明らかな場合は、外国人が予防接種
法に基づく予防接種を受けることができるよう、特段の配慮をお願
いするという内容だった。 
また、令和３（2021）年３月 31 日付事務連絡「入管法等の規定

により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対す
る新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について（以下、「3 月
31 日付事務連絡」という）」により、本邦に在留することができる
外国人以外の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、
円滑な接種の実施のため、本件対応に当たっては、必要に応じて市
町村の外国人共生施策担当部局等と連携するとともに、各地域の出
入国在留管理局に相談することを伝えている。 
その上で、令和３（2021）年 10 月６日付事務連絡「本邦に在留

する外国人への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」
では、どのような立場であっても、新型コロナウイルス感染症に係
る予防接種については、言語の問題等により地域での新型コロナワ
クチン接種が困難な外国人が円滑に接種を受けられるよう、出入国
在留管理庁と連携し、外国人在留支援センター（FRESC）が多言語
による接種予約の受付を行った上で同庁のホームページ 
（ https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html ）
に掲載の病院にて、居住する自治体を問わず、希望する在留外国人
の新型コロナワクチン接種を多言語対応により行うこと。また、在
留外国人が当該病院で接種を受ける際は、居住する自治体の接種会
場等で接種する場合と同様に、市町村（特別区を含む。以下同じ。）
が発行する接種券を持参する必要があり、外国人が新型コロナワク
チン接種を希望する旨市町村の窓口に申し出た場合には、前述の 3
月 31 日付事務連絡及び令和３（2021）年 9 月 10 日付事務連絡

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html


52 

「入管法の規定により本邦に在留することができる外国人で「短期
滞在」等の在留資格を有する方への新型コロナウイルス感染症に係
る予防接種について」等により、接種を希望する方に対して適切に
接種券の発行や接種が行われるよう、対応を願いたいと記されてい
る。 
 日本医師会では、ワクチン接種に関連して、令和 3（2021）年 3
月 3 日の定例記者会見において、 
 
①コロナ対策の周知・広報（ワクチン接種を含む）の徹底 
②外国人のワクチン接種特例（住民票所在地以外での接種）の実施 
③予診票や問診票の多言語対応・全国統一フォームの作成 
④ワクチン集団接種に係る医療通訳費用等の負担免除 
⑤ワクチン接種証明の発行及び日本語・外国語の併記対応 
⑥平日を含むワンストップ窓口の 24 時間対応 

等の施策に対し、厚生労働省へ要望を行ったことを明らかにした。 
 
外国人のワクチン接種特例対応に関しては、令和 3（2021）年 7

月 2 日付厚生労働省健康局長通知により、「コミュニケーションに
支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合」
が自治体向け「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に
関する手引き」に追加され、市町村の枠を超えて、かかりつけ医で
の接種が可能となった。 
また、多言語対応に関しては、厚生労働省ホームページより「外

国語の新型コロナワクチンの予診票等」として、１７言語対応の予
診票が作成された。さらに、上述した「出入国在留管理庁」と「外
国人在留支援センター」では、「東京・名古屋・大阪」に集団接種
会場を設置された。 
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以上のように、「かかりつけ医」「集団接種」等の対応がなされて
いるなか、外国人の接種率がどのように進捗しているのかを知りう
る情報は全国レベルでは公表されていない。 
令和 3（2021）年 9 月 30 日の NHK の資料より、栃木県での外

国人のワクチン接種率は各市町村全体の進捗状況に比較して最大で
5 割程度までしか進んでいないことが示された。「広報」「接種医療
機関数」等々、原因を分析するためには、「外国人のワクチン接種
状況」に関する情報の公開が待たれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）出国の際の PCR 等陰性証明・ワクチン接種証明 
出国の際の PCR 等陰性証明・ワクチン接種証明に関しては、結

論から述べるとすれば、「各国によって、証明書はまちまちである」、
「必ず現地の日本大使館・領事館や各国当局のホームページを参照
するか、在京大使館に確認することが必要」である。 
令和 3（2021）年 11 月 24 日午前 6 時までに外務省が把握してい

る、日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
及び入国に際しての条件・行動制限措置については、「日本からの
渡航者や日本人に対して入国制限措置をとっている国・地域（67 か
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国/地域）」及び「日本からの渡航者や日本人に対して入国に際して
条件や行動制限措置を課している国・地域（187 か国/地域）」であ
る。 
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これらの情報は、外務省ホームページに、当局が公式に発表した
情報を中心に掲載しているが、新型コロナウイルスをめぐる各国の
対応策は流動的であり、情報の内容から更に変更されている可能性
がある。 
したがって、これらの国への渡航を検討される際には、各国当局

のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新
の情報を十分に確認するように注意を促しており、無症状であるこ
と、陰性証明書の携行、各国当局のウェブサイトへの事前の登録等
の入国の条件について網羅的に記載されている。また、詳細な条件
等について、必ず現地の日本国大使館・領事館や各国当局のホーム
ページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を
十分に確認することを促している。 
このような状況から、「PCR 等証明書」を発行する際には、有効

な証明書は何であるのかということを医療機関自らが知っていなけ
れば、証明書を発行することは困難な仕事であると言わざるを得な
い。 
なお、オランダでは、令和 3（2021）年 9 月 16 日から、日本は

「ハイリスク国」に指定されたため、入国制限の例外（※1）に該
当する者を除き、オランダへの入国は禁止されている。しかし、オ
ランダ政府が指定する条件を満たすワクチン接種証明書（※2）を
保持する者は、上記「例外」に該当し、入国が認められるとされ、
日本の市町村で発行されるワクチン接種証明書は有効とされている。 
※1 例外に該当するケースの詳細： 
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-
the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban 
※2 日本の市区町村等で発行されるワクチン接種証明書はオラン
ダ政府が指定する条件を満たすので有効である。 
一方、中国では令和 2（2020）年 11 月 2 日からは、「既に招聘状

を取得済みの経済・貿易・科学技術関連事業の従事者、「外国人工

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/exemptions-to-the-entry-ban
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作許可通知」及び招聘状を取得済みの就労予定者、重篤直系親族の
看病や直系親族の葬儀参加者、乗務査証に査証申請範囲を制限す
る。」とあったが、令和 3（2021）年 9 月 13 日から、日本から中国
への渡航には、航空機搭乗 2 日以内（検体採取日を基準とする）に
駐日本中国大使館・総領事館指定の検査機関において、新型コロナ
ウイルス PCR 検査及び血清 IgM 抗体検査（ダブル検査）を行い、
検査証明の取得が必要であり、また、（ア）陽性歴の無い者、（イ）
陽性歴のある者、（ウ）乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合、それ
ぞれ調整措置があるとされ、令和 3（2021）年 11 月 1 日から、査
証申請時に自治体又は政府発行のワクチン接種証明書の原本の提示
及びコピーの提出が必要（「新型コロナウイルスワクチン予防接種
済証」及び「新型コロナワクチン接種記録書」（2 回分の接種シール
が貼られた用紙）でも代用可能）となった。しかし、上述で注意し
なければならいことは、検査証明（陰性証明）は、駐日本中国大使
館・総領事館指定の検査機関のみにしか発行できず、自身の医療機
関が指定医療機関でない場合は、有効となる証明書は発行できない
ということを知らなければならない。現在、「新型コロナウイルス
感染症予防接種証明書」は、原則市町村より、発行されるが、「出
国先」で通用するものかは、調べる必要がある。また、「PCR 等陰
性証明」に関しては、中国の例のように、そもそも医療機関に書く
資格があるのかという問題があり、その国に応じた、証明書が求め
られるという認識が必要となる。 
このような状況からのトラブルを未然に防ぐために、福岡県医師

会では会員に対して、「特定の外国への渡航を目的とした検査及び
その結果を証明することを医療機関が把握していた上で、当該証明
書に必要な記載事項の欠落により受検者に損害が発生した場合、医
療機関にも責任が発生し得ます」と周知している。 
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４．外国人医療が直面する課題について 
（１）ワンストップ窓口の在り方について 
ワンストップ窓口とは文字通り、医療機関にとって外国人患者の

診療上のすべての問題についてサポートしてくれる窓口であること
が理想である。外国人医療の問題とは、主に言葉の問題、医療費の
問題、医療に関係する文化や習慣の問題、疾患の違いなどであるこ
とはすでに指摘されている。特に、未払い等の医療費の問題は、外
国人に係わる我が国の医療・福祉制度の正しい理解が不足している
ことも深く関係している。 
現状、外国人患者を迎えての言葉の問題は、派遣通訳、有料・無

料の電話通訳などの活用が期待されている一方、厚生労働省の委託
事業として行われている休日・夜間のワンストップ窓口事業につい
ては、未収金の問題を除く諸問題に対応し、言語の対応は行われて
いない。すなわち、医療機関が外国人患者について問題を抱えた場
合、「言語の対応」と「その他の対応」で相談窓口が分かれること
になる。万一、外国人が医療機関の窓口でなにかを訴えた場合は、
内容を確認するために派遣通訳、電話通訳に頼り、内容によっては
さらにワンストップ窓口に相談することもあり、理想とするあるべ
きワンストップ窓口から程遠い状況といわざるを得ない。 
 本来、外国人医療の主役の一方が医療機関だとしたら、もう一方
の主役は外国人患者であろう。外国人患者が受診する医療機関や医
師の対応等、あるいは我が国の医療制度について疑問や不満を抱い
て、その疑問や不満を医療機関の窓口や診療の場でぶつけられると、
その対応で医療機関の機能は麻痺しかねない。外国人が抱く疑問や
不満の中には、我が国の医療制度や医療機関での流れ等を正確に理
解していない、誤解に基づくものも少なからずあると思われる。そ
れ故、これらについて外国人が医療機関を受診する前に相談し、解
決しておく「受け皿的組織」が求められ、いわば「防波堤の役割」
を果たしてくれることが、医療機関にとって安心して外国人患者を
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受け入れることができることにつながると考える。 
 以上からワンストップ窓口のあるべき姿とは外国人医療の主役で
ある「外国人からも」「医療機関・医療従事者からも」相談を受け
つけることのできる機関ということになり、すなわち、「多言語で
対応し」なおかつ「医療に係わる文化・習慣の違い」だけでなく、
「我が国の医療制度とくに外国人への適応について、外国人および
医療機関に的確なる情報提供ができる」、このような機関と規定で
きよう。 
 現在、厚生労働省では、平日日中の「ワンストップ窓口」を都道
府県毎に設置するよう指導しているが、まだ設置がなされていない
都道府県が多い状況である。一方で、外国人の往来が多い東京都、
石川県、愛知県、福岡県、沖縄県などでは医師会を中心に、主に医
療通訳体制の拡充について取組まれているところもある。しかしな
がら、上記のような機能を持つ「ワンストップ窓口」を各都道府県
が設置するには、多言語対応に加え、医療制度に精通した人材を都
道府県ごとに教育・育成をしなければならず、現実的には極めて困
難と言わざるをえない。 
今回の新型コロナウイルス感染症がもたらした影響により、社会

は電話やオンライン等を利用した情報社会へと大きく変貌を遂げて
いる。これらの社会環境の変化と地域の実情を鑑み、やはりワンス
トップ窓口は、都道府県別に設置するのではなく、複数の都道府県
で外部委託も視野入れながら、真に有効なワンストップ窓口の確立
を目指すべきと思われ、その在り方について検討する必要があると
思われる。 
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＜医療通訳サービスの概要＞  
①契約形式：日本医師会医師賠償責任保険 基本契約への医療通訳 

サービスの付帯 
②利用対象者：開設者・管理者が日本医師会 A1 会員である医療

機関の医師・職員 
③医療通訳の内容 
・電話医療通訳：A1 会員一人あたり年間 20 回まで無料、18 言

語、毎日 8:30～24:00 
 ※無料利用回数を超過した場合、追加費用は時間精算となり、

5 分毎 1,500 円（税抜）を利用した A1 会員の先生方にご負
担いただきます。 

・機械翻訳：回数無制限、18 言語、毎日 24 時間 
④開始時期：2020 年 4 月 1 日 
 ※当該サービス利用による費用はございません。（上記超過分
は除く） 

⑤電話医療通訳の使い方（動画） 

（２）医療通訳サービス等の支援策の普及と課題について 
 日本医師会は、令和 3（2021）年 7 月 20 日に外国人医療関連と
いうサイトを日本医師会ホームページ内に開設した。外国人医療に
関する情報を、「日本医師会の取組」「医療機関向け支援」「外国人
向け支援」の項目に分けて提供している。厚生労働省や出入国在留
管理庁をはじめとする関係省庁等の取組について、外国人医療を行
う上で役に立つ情報や相談窓口、支援ツール等を紹介しており、効
率良く情報を得ることが出来る。 
その中で、医療機関向け支援として、令和 2（2020）年 4 月 1 日

より開始した日医医師賠償責任保険医療通訳サービスについて掲載
しており、内容は以下のとおりである。 
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日本医師会では、今後、訪日・在留外国人の増加が見込まれ、医
療機関を受診する外国人患者数が増大すると予測される中で、会員
の負担を増やさず、なるべく多くの会員が利用できる医賠責保険の
付帯サービスとして、本サービスを導入したものであり、医師と患
者の良好なコミュニケーションを確保することにより、医療事故の
防止につなげていくことを目的としている。 
 なお、現在の医賠責保険の保険料の範囲内で実施するため、一定
の利用制限を設定する必要があるが、今後の利用実績を踏まえて内
容の見直しを行っていく予定としている。 
 また外国人向け支援の項目では、出入国在留管理庁の外国人生活
支援ポータルサイトとして新型コロナウイルス感染症関連情報も載
せており、外国人のワクチン接種についても情報提供を行っている。 
日本医師会定例記者会見（2021 年 3 月 3 日）において、「外国人に
対するコロナ対策の周知・広報の徹底が必要である。特に重要なワ
クチン接種に関しては予診票の全国統一フォームの作成と多言語対
応の作成を急ぐべき。」と述べている。 
外国人患者診療においての課題について調べるため、北海道医師

会と北海道庁が令和元（2019）年 8 月に実施した調査の中から多言
語対応に関する部分を紹介する。 
１）外国人患者を受入れるために今後、整備が必要と思われるもの 

111(8.6%)

243(18.7%)

243(18.7%)

110(8.5%)

98(7.6%)

74(5.7%)

153(11.8%)

90(6.9%)

96(7.4%)

52(4.0%)

27(2.1%)

医療通訳の配置・派遣
医療用語に対応した翻訳ツール

ポケトーク等の翻訳ツール
院内文書の多言語化
症状説明の指さし図

宗教、習慣上への配慮
外国人対応マニュアル
院内表示の多言語化
キャッシュレス決済
ワンストップ窓口

その他

0 100 200 300

外国人患者を受入れるために今後、
整備が必要と思われるもの
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「翻訳ツール」や「医療通訳の配置・派遣」など外国人患者とのコ
ミュニケーションに関する整備が必要と回答する医療機関が多かっ
た。 
 
２）医療通訳や翻訳ツールの利用状況などについて  
①医療通訳や翻訳ツールの利用 

医療通訳や翻訳ツールを「利用したことがない」 と回答した医療
機関は 66.0％（314 施設）であった。 
 
②医療通訳や翻訳ツールを利用したことがない理由 

利用したことがある

161(33.8%)

利用したことはない

314(66.0%)

無回答

1(0.2%)

医療通訳や翻訳ツールの利用

職員で対応可能

75(13.9%)

来院する外国人

患者が少ない

205(37.9%)費用がかかる

64(11.8%)

契約等の手続きが

煩雑

18(3.3%)

日本語に

不自由がある

患者が来ていない

83(15.3%)

外国人患者を

受入れたことがない

12(2.2%)

その他

84(15.5%)

利用したことがない理由
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「来院する外国人患者が少ない」と回答した医療機関が 37.9％
（205 施設）で一番多く、次に「日本語に不自由がある患者が来て
いない」との回答が 15.3％（83 施設）であった。医療通訳を使用
しなくても対応可能な医療機関が半数以上であった。 
 
③使用したい（使用中の）医療通訳等の媒体 

ボイストラやグーグル翻訳などの「翻訳アプリ」やポケトークな
どの「通訳機」を使用している（使用したい）と回答した医療機関
が多かった。第三者を介さない媒体の使用を希望する医療機関が多
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電話医療通訳

66(12.2%)
ビデオ医療通訳

53(9.8%)

翻訳アプリ

191(35.2%)

通訳機

146(26.9%)

医療通訳者

53(9.8%)

その他

33(6.1%)

使用したい(使用中の)医療通訳等の媒体
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④医療通訳の説明や翻訳ツール等の利用体験の機会 

医療通訳の説明や翻訳ツール等の利用に関して機会があれば「利
用したい」と回答した医療機関は 57.1 ％（272 施設）であった。病
院・有床診療所問わず「利用したい」と回答した医療機関が多い。
都市部の医療機関の方が利用したいと回答した割合が多い。 
 
３）電話医療通訳について 
①団体契約による電話医療通訳の利用  

 

「現時点では判断できない」と回答した医療機関は 64.7％（308 施

利用したい

272(57.1%)

利用しなくても良い

194(40.8%)

無回答

10(2.1%)

医療通訳の説明や翻訳ツール等の利用体験の機会

利用する

25(5.3%) 契約内容によって

利用する

55(11.6%)

利用しない

76(16.0%)

現時点では判断できない

308(64.7%)

無回答

12(2.5%)

団体契約による電話医療通訳の利用
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設）であった。「利用する」または「契約内容によって利用する」、
「利用しない」と回答した医療機関は、ほぼ同数であった。翻訳ア
プリや通訳機の使用を希望する医療機関が多いためと思われる。 
 
②電話医療通訳導入に必要なサポート 

「マニュアルの配付」と回答した医療機関が 33.5 ％（299 施設）
で最も多く、続いて「自院での説明会」、 「レクチャー動画の配信」
などの順であった。マニュアル配付と合わせて説明会や講習会等を
開催する。 
 
この調査では、外国人患者を受け入れるためには「翻訳ツール」

や「医療通訳の配置・派遣」が必要と回答する医療機関が多かった
ものの、医療通訳や翻訳ツールを「利用したことがない」と回答し
た医療機関は 66.0％（314 施設）であった。この時点では医療通訳
を使用しなくても対応可能な医療機関が半数以上であり、ボイスト
ラやグーグル翻訳などの「翻訳アプリ」やポケトークなどの「通訳
機」を使用している（使用したい）と回答した医療機関が多かった。
しかし、医療通訳の説明や翻訳ツール等の利用に関して、機会があ
れば「利用したい」と回答した医療機関は 57.1 ％（272 施設）であ

マニュアル

299(33.5%)

レクチャー動画の配信

146(16.3%)

講演会の開催

136(15.2%)

自院での説明会

174(19.5%)

実例の紹介

122(13.7%)

その他

16(1.8%)

電話医療通訳導入に必要なサポート
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り、団体契約による電話医療通訳についても適切なサポート（マニ
ュアルの配付、自院での説明会、レクチャー動画の配信など）があ
れば導入を検討するという意見が多かった。 
 厚生労働省は、令和元（2019）年 11 月に外国人患者受入れに関
する相談窓口としてワンストップ窓口を開設し、平日 17 時から翌
日 9 時まで、土日祝日 24 時間対応として運営してきたが、オリン
ピック・パラリンピック期間中（2021 年 7 月 1 日から 9 月 30 日）
は平日・休日とも 24 時間対応とした。その実績を見てみると夜
間・休日 8 件、平日日中 11 件と問い合わせ件数は 6 月以前と大き
な変化はなかった。また、問い合わせ内容も通訳サービス・ワンス
トップ窓口に関するものが多かった。 

以上より、ワンンストップ窓口そのものや通訳サービスについて
十分知られていないことが窺がわれた。 

 
医療通訳サービスの情報については、日本医師会や厚生労働省の

ホームページに詳しく掲載されている。またネットを検索すれば民
間の医療通訳サービスの情報もいくつか得られる。しかし日本語や
英語を十分理解できない外国人にとってはこれらの情報にたどり着
くのは簡単ではない。市町村ないしは都道府県単位で訪日・在留外
国人、医療機関双方に情報提供する必要がある。 
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北海道では「外国人への医療提供に関する全道意見交換会」を平
成 30（2018）年 7 月、12 月、平成 31（2019）年 3 月と 3 回開催
した。 
第 1 回目は医師会、薬剤師会、病院団体、観光業界、ハイヤー協

会、行政、保健所など２４の団体・機関が参加した。多くの構成員
が参加しているので情報が一度に伝わり、様々な課題を共有できる
利点がある。この会は主に訪日外国人対策を想定しており、新型コ
ロナウイルス感染症の流行により現在は開催を一時中断している。
将来また訪日外国人観光客が増加する状況になった時に備え、全国
各地で受け入れ態勢の準備をしておいた方が良いと思われる。 
また、以前から外国人医療に関する地域ごとの会議も開催してお

り、直近では令和元（2019）年 10 月に十勝地方（帯広市）、11 月
に富良野市、後志地方（倶知安町）で開催した。富良野市、倶知安
町（ニセコ）には大きなスキー場があり、冬季間はスキー客の病気
や怪我が急増し、医療機関受診後の患者搬送の課題など地域特有の
問題が明らかとなった。（タクシー会社が午前 2 時で営業終了とな
るなど） 
北海道の地方紙である北海道新聞は、この全道意見交換会を記事

に取り上げている。また医療相談だけではないが、種々な問題の相
談に対応する「北海道外国人相談センター」の活動状況や医療通訳
団体の紹介なども時々北海道新聞に掲載されている。これらの情報
も住民（外国人居住者も含めて）にとって有益な情報となっている
と思われ、新聞・テレビなどマスコミを通しての情報発信も重要で
ある。 
医師会として、行政・マスコミと連携して外国人に対する医療提

供体制をより整備していきたい。 
 

４）医療通訳における課題について（医療通訳が誤訳をした場合の
法的責任） 
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 医療通訳が誤訳をし、結果として、患者に損害が生じた場合、不
法行為責任（民法 709 条）として生じた損害を賠償する責任が生ず
る。 
 医療の場合、患者の生命、身体が損なわれることとなるため、賠
償額が数千万円、場合によっては億単位となり、通訳者個人での支
払いは不可能といえる。 
 そのような超高額の賠償に対応するため賠償責任保険をつくる必
要があるが、問題となるのは、誰が保険契約者となるかである。 
 原則論でいえば、医療通訳によって報酬を得ている通訳者が保険
料を負担すべき（報償責任）となるが、医療通訳者の数が少ない現
状では、頭割りした一人当たりの保険金額が報酬と比して高額とな
ることが想定され、現実的とは言えない。 
 特に希少言語の通訳に対応している通訳者は、いまだボランティ
アベースの場合もあり、保険加入を義務付け、保険料を負担させる
ことは、すなわち通訳の禁止を意味することとなる。 
 同様に、英語や中国語、韓国語等国内に通訳が可能な者が多い言
語においても、保険加入を義務付けると、「医療通訳だけはやりま
せん」と忌避される恐れがある。 
 とはいえ、現状、誤訳により事故が発生した場合には、各病院が
加入している賠償責任保険から支払われていることが多い。医療経
営が厳しい中、これ以上の医療機関への負担増は問題であり、適切
な解決が求められる課題である。 
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（３）未収金問題及び都道府県における補填事業について 
１）背景 
医療費の未収金問題は外国人に限らず、医療機関にとっては長年

の懸念事項である。新型コロナウイルス感染症の拡大によって訪日
外国人は激減したものの感染が収まれば、数千万人の規模で増加す
るものと思われる。在留外国人も東日本大震災の前後で減少したが、
その後は増え続けている。現在は 280 万人を超え、総人口に占める
割合も増加し続けている。今後も外国人の受診機会が増えることは
容易に想像される。それに伴い、医療費の未収金も増加する可能性
がある。特に訪日外国人の場合、帰国してしまうと未収金を回収す
ることはほとんど不可能となる。各医療機関にとっては相当な問題
となるだろう。外国人患者の未収金に対応するために都道府県によ
っては未収金を補填する事業を行っている。 
以下、直近の外国人患者における未収金を概観し、未収金補填事

業の現状を報告する。 
 
２）未収金の発生状況 

(厚生労働省「医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」
（令和 3 年 3 月）より） 
令和 2（2020）年 10 月の 1 ヶ月間で、約半数の医療機関が外国

人患者を受入れていた。外国人患者の受入実績のある 2,195 病院の
うち、363 病院(16.5%)が外国人患者による未収金を経験していた。
そのうち発生件数は平均 4.4 件、総額は平均 37.0 万円であった。一
見額はそれほど高くない印象を受けるが調査によると 500 万円を超
える事例が 6 件あり、最高額は約 989 万円である。注意すべきは調
査対象月である。対象月は令和 2 年 10 月であり訪日外国人がほと
んどいない時期である。前述したように訪日外国人が回復した場合
は更に件数、総額が増えることだろう。訪日外国人が増えるであろ
う今後も調査を継続する必要がある。 



70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
３）未収金補填事業 
外国人患者の未収金補填事業を行っているのは、9 都県(19%)の

みである。 
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事業内容もそれぞれ異なる。対象となる医療機関は救急病院に限
定されている県もある。対象となる外国人に至っては県内に居所を
有する者に限定されている県もある。つまりその条件では訪日外国
人は対象とはならない。対象となる医療費も上限がある。上限 100
万円では実態との乖離が大きい。 
東京都は外国人未払医療費補填事業を行っている。令和 2 年度に

補填を申請した医療機関は 61 施設(177 患者分)であった。補填総額
は 16,737,346 円であり、1 医療機関あたり 278,956 円、1 患者あた
り 95,099 円であった。東京都の補填上限は 200 万円である。実際
には 1,200 万円を超える申請事例があり、1,000 万円以上補填され
ないことになる。また年 1 回の申告制であるため、実際に未払が発
生してから補填されるまで時間がかかる。 
今後も外国人医療は増大し、未収金も多くなることが予想される。

一医療機関では対応困難な事例も出てくるだろう。現在の未収金補
填事業は不十分である。医師会は会員医療機関のためにも行政と連
携し、未収金補填事業の立上げや事業内容の見直し（上限額の引き
上げや通年での申請等）を要望していくことが求められる。 
行政においては未収金補填事業だけでなく、在留外国人の健康保

険加入の勧奨、外国人・医療機関双方に対しての医療相談窓口の充
実も求められる。 
未収金回収に多大な労力と時間を要することは各医療機関で身を

もって実感していることだろう。上記のような行政の事業も重要だ
が、各医療機関においては診察・検査前の医療費や支払い方法を確
認する等、未収金が発生する前の対策が肝要であることは言うまで
もない。 
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５．医療通訳に関する各地域の取組事例について 
（１）東京都の取組 
令和２・３年度は、災害に匹敵するような新型コロナウイルス感

染症の蔓延に伴い、医療提供体制のひっ迫、ワクチン接種整備など
大変な期間であった。 
外国人の入国制限により、インバウンドは限りなくゼロに近い状

態となり、在留外国人も全地域で僅かであるが減少している（＊
１）。世界的に医療事情が混乱する中で、在留外国人に対して配慮
できず、新しく有効な支援策を打ち出せなかった印象である。令和
３年度は前年度事業を継続した（＊２）。 
外国人患者の対応医療機関は、令和３（2021）年９月１日現在、

二次医療圏の拠点的な医療機関が 24 か所、受け入れ医療機関が病
院６か所・診療所 85 か所、歯科診療所 78 か所、合計 193 か所と微
増であり（＊３）、今後も医療機関へ支援制度を周知していくべき
であると考える。今年度はこの課題解決のために「医療機関向け外
国人患者対応支援ポータルサイト」を構築するとともに（＊４）、
外国人患者の対応に不慣れな医療機関向けに「訪日外国人患者対応
フローチャート」を作成した（＊５）。 
日本医師会医療通訳サービス事業において、令和２（2020）年４

月～令和３（2021）年９月の期間の東京都分の実績を見ると、179
件中 11 件が新型コロナウイルス感染症関係の対応であった（＊６）。
感染状況を考え合わせると少ないように感じられるが、新型コロナ
ウイルス感染症関連の情報の周知は、ある程度なされているとも考
えられる。 
在留外国人の把握は住民票ベースの資料であり、言語の問題を除

けば、日本人と同様の医療は受けられていると考えられる。79,000
人といわれるオーバーステイの外国人に関しては、今回の新型コロ
ナワクチン接種は素早い対応であったと思われるが、今後の対応は
課題になっていくのではないかと考えられる。 
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東京都医師会では、都内に在留外国人が多いことを踏まえて、災
害時の外国人医療について検討していく予定である。 
 
＊１ 区市町村別国籍・地域別外国人人口（上位 10 か国・地域） 

（令和 3 年 10 月 1 日現在） 
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＊２ 外国人患者への医療等に関する事業等一覧（令和 3 年 8 月現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

＊３ 東京都「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」一覧 
（令和 3 年 9 月 1 日時点） 



78 

＊４ 医療機関向け外国人患者対応支援ポータルサイト 
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＊５ 訪日外国人患者対応フローチャート（基本的な流れ） 
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＊６ 2020 年 4 月～2021 年 9 月新型コロナウイルス感染症関連の
対応ケース一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【出典】 
＊１：東京都総務局統計部 
＊２～５：東京都福祉保健局 
＊６：メディフォン株式会社 
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（２）石川県の取組 
平成 27（2015）年 3 月に北陸新幹線が開業し、金沢市にはおび

ただしい数の外国人観光客が訪れるようになっていた。それととも
に、県内の医療機関を受診する訪日外国人患者も増え、いわゆる
「言葉の壁」問題への対策が必要との認識が県医師会内に芽生えて
いた。 
当時の近藤邦夫前会長は、同年 6 月の第 135 回日本医師会定例代

議員会の個人質問で、「全国規模での電話医療通訳の体制整備を行
うべき」と訴えていた。その後、東京オリンピック・パラリンピッ
クを控え、訪日外国人観光客の数は急激に増加する一方、受け入れ
医療機関の体制整備や支援は JMIP（外国人患者受入れ医療機関認
証制度）等の一部の先進的・中核的な医療機関に限られ、多くの医
療機関では受け入れ体制が不十分なままであった。 
わが国の医療制度はフリーアクセスであるが故に、訪日外国人の

病気や怪我においてもすべての医療機関を受診する可能性がある。
したがって、多くの医療機関で体制整備が求められるなか、体制が
整っている医療機関はごくわずかであり、その政策にミスマッチが
生じていた。 
このため石川県医師会では、平成 29（2017）年 10 月から石川県

からの補助を得て「外国人向け電話医療通訳を活用した実証事業」
を開始した。この事業に県内 37 の医療機関が参加し、当県医師会
がまとめ役となり、電話医療通訳を担う企業と団体契約をする形で
始まった。その 37 医療機関の特徴は、訪日外国人の多い金沢市を
はじめ、能登北部から南加賀まで県内を代表するほとんどの救急告
示病院が参加するというものであった。 

2 年目からは厚生労働省の「団体契約を通じた電話医療通訳の利
用促進事業」に採択され、事業内容をそのまま継続した。当県医師
会の実証事業は令和 2（2020）年 3 月まで続き、月ごとの利用件数
は平均 21 件（最小 7 件、最高 40 件）であり、電話医療通訳を利用
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した外国人患者は観光客が約 20％、在留外国人が約 75％、不明が
約 5％と在留外国人の方がはるかに多い結果となった。 
主な要因として、訪日外国人の場合は主に単回での利用であるの

に対し、在留外国人の場合は複数回での利用が多かったと推測され
る。各医療機関からのアンケート結果としては、「電話医療通訳が
あって助かった」、「これなしでは現場が困る」という声がたくさん
寄せられていた。また、当県医師会が行う医療従事者向け研修会
（年２回開催）の企画立案や講師の選定に関しては、豊富な経験を
有する通訳会社からのアドバイスがあり大変助けられていた。 
 今後、電話医療通訳の更なる普及に向けて、会員から寄せられた
声を紹介したい。 
 
１．令和 2（2020）年 4 月から日本医師会会員向けに始まった日本
医師会医師賠償責任保険医療通訳サービスにより、全国規模での電
話医療通訳体制が整ったが、その利用実績が低調である。当県医師
会の実証事業からの経験を踏まえると、参加する医療機関のすそ野
を拡げるための最善の方策は、都道府県行政と地域医師会が協力し
ながら地域の実態に即した電話医療通訳体制が望まれ、そのために
は、参加医療機関への周知や電話医療通訳に慣れて貰うための実地
研修の開催など医療通訳会社からの支援も含めたきめ細かいサポー
ト体制等が必要不可欠と思われる。 
 
２．当県医師会の実証事業では国や県からの補助金が入っていたが、
実証事業であるが故に会員医療機関並びに利用する外国人からの負
担は求めないとしたことも多くの医療機関が参加できた一因と考え
られる。原則、医療通訳費用の取扱いについては、自由診療であれ
ばもちろんのこと、公的医療保険制度においても療養の給付と直接
関係ないサービスとして患者へ請求できることになっているが、ほ
とんどの医療機関は患者に請求せず、医療機関側が自己負担をして
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いる現状である。主な要因として、医療通訳費用を患者請求できる
ことを知らない医療機関もあれば、クレームになりかねない、他の
医療機関へ行ってしまうのではないか、外国人差別になり兼ねない
等の理由から請求しにくいといった要因が考えられる。また、患者
へ費用請求を行うのであれば、サービス内容や料金について患者に
とってわかりやすい場所に掲示しておく必要があり、利用時間当た
りの費用（例：15 分で X 円、以後 10 分毎に Y 円が追加されます）
等が記載された多言語対応用のテンプレート（ひな形）があると有
難いといった声が寄せられた。 
一方で、そもそも医療の公益性を鑑みれば、外国人医療に関わる

医療通訳体制は国・地方自治体からの公費支援が必要不可欠であり、
今後急増すると思われる外国人医療提供体制を整えるためにも、医
療機関が通訳費用を自己負担することがないよう手厚い支援をお願
いしたい。 
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（３）愛知県の取組 
１）愛知県における外国人医療通訳に関して 
愛知県は県下に有力な自動車会社など製造関係の大企業が多いた

め外国人労働者のニーズは高く、外国人住民数は約 27.4 万人と東
京に次いで多い。そのような背景から愛知県では平成 24 年度から
主に在留外国人を対象とした医療通訳システム(あいち医療通訳シ
ステム)を立ち上げ運用している。本システムは愛知県民文化局社
会活動推進課多文化共生推進室に事務局を置く「あいち医療通訳シ
ステム推進協議会」によって運営されている。設立の目的は協定医
療機関等の依頼に応じた一定レベル以上の知識を持つ医療通訳の派
遣や即時対応可能な電話による医療通訳が利用できるシステム(あ
いち医療通訳システム)の運営を通じ、外国人県民が安心して医療
を受けられる環境を整備することである。本協議会は県下医歯薬剤
師会、病院協会、愛知県と 54 市町村の他に外国語の講座を持つ県
内 3 大学を含む 63 団体から構成され、1：医療通訳の派遣、2：電
話通訳、3：紹介状などの翻訳業務、：4 多言語問診票などの外国人
対応マニュアル作成を主な業務として行っている。また本システム
は同業務を遂行するため公募により選定された業者に運営事務局を
委託している。運営事務局では 2 名以上のコーディネーターを配置
し、医療通訳者等の派遣や文書翻訳に係るコーディネートや医療通
訳者への謝金の支払い、電話通訳利用料金の回収などの経理や外国
人住民からの問合せへの対応など種々の事務作業を行っている。本
システムの利用対象は主に医療機関であるがこの他に市町村の保健
担当部署や保健所・保健センターも含まれており、本システムの利
用に際しては当推進協議会と協定を結び登録医療機関として登録さ
れることが必要となっている。 
 
２）医療通訳者の派遣について 
本システムは医療機関からの依頼に基づき、医療に関する基礎知
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識や通訳技術など、一定レベル以上の知識・スキルを持った医療通
訳者を派遣している。対応言語は英語、中国語、ポルトガル語、ス
ペイン語、フィリピン語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、
ネパール語、マレー語、アラビア語、韓国・朝鮮語、ミャンマー語、
モンゴル語の 14 言語である。通訳を必要とする日時の 3 日前まで
に依頼を受付け、要求された言語に対応可能な通訳者を事務局が選
定し医療機関に派遣している。通訳業務は原則として医療機関の診
療時間内としている。派遣コース及び料金は A：日常的な診療・検
査に対応する通訳 3,000 円／2 時間 B：インフォームド・コンセ
ントなど高度な通訳 5,000 円／2 時間 C：特定の曜日・時間帯な
ど定時の通訳 5,000 円／2 時間となっており、この金額がそのまま
通訳者への謝金となっている。2 時間を超えた場合は 1 時間毎に 2
分の 1 を加算され、通訳者への交通費は別途必要となる。医療通訳
開始前に医療機関担当者、外国人患者、医療通訳者の三者で打合せ
を行ったのちに医療通訳を開始し、通訳終了後も三者で終了時間の
確認を行っている。利用料金は、原則として医療機関等と外国人患
者が 2 分の 1 ずつ負担することとなっている。基本的にボランティ
アベースでの医療通訳であるため通訳に係る医療過誤の責任の所在
は医療機関に帰することとなっている。医療通訳者は一般公募によ
り募集され、外国語講座を持つ 3 大学の協力の元、面接、筆記試験
が施行され一定レベルの語学能力が担保されている。そのうえで医
療通訳者に求められる知識、心得、通訳技術に関する基礎研修(所
要時間 36 時間)が実施され、最終的に筆記、面接による認定試験を
経て通訳業務に従事している。また医療機関の協力を得て現場研修
を行い、定期的(年 3 回)なフォローアップ研修(所要時間 9 時間 30
分)も施行し通訳業務レベルの担保に努めている。これら試験、研
修に係る費用は全て無償で行われている。 
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３）電話通訳について 
協定医療機関が本システムから業務委託を受けた電話通訳会社へ

直接電話することにより 24 時間・365 日利用することができる。
対応言語は英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン
語、韓国語・朝鮮語の 6 言語であるが、フィリピン語のみ平日午前
9 時から午後 6 時までの対応となっている。利用コース及び料金は
A 月額基本料 10,000 円 通訳時間 400 分(25 円/分) B 月額基本料
5,000 円 通訳時間 200 分(25 円/分) C 月額基本料 3,000 円 通
訳時間 90 分(33 円/分) D 月額基本料 1,000 円 通訳時間 20 分
(50 円/分)である。各コースの通訳時間を超えた場合は、10 分毎に
1,000 円加算される。コースは予め選択し利用の有無に関わらず月
額基本料が必要となる。利用料金は原則として医療機関と外国人患
者が 2 分の 1 ずつ負担することとなっている。 
 
４）文書翻訳について 
医療機関からの依頼により主に外国人患者が他の医療機関へ渡す

ための紹介状等を医療通訳者が翻訳する。対象言語は英語、中国語、
ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語、ベトナム語、タイ語、
インドネシア語、ネパール語、マレー語、アラビア語、韓国・朝鮮
語、ミャンマー語、モンゴル語の 14 言語である。医療機関が原稿
を運営事務局へ提出し 1 週間前後で翻訳し返送する。利用料金は
A4 サイズ 1 枚 3,000 円で、全額が医療通訳者への謝礼として支払
われる。利用料金は原則として医療機関等と外国人患者が 2 分の 1
ずつ負担することとなっている。 
 
５）多言語問診票などの外国人対応マニュアル作成 引用文献 1) 
本システムホームページ上で医療機関等外国人対応マニュアル

(対象言語：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピ
ン語、韓国語)を公開している。内容は多岐にわたり、１：診療対
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応マニュアル 2：医療制度マニュアル 3：保健所・保健センター
マニュアルがある。診療マニュアルには、診療に際しての基本的な
留意点(日本と各国の文化、宗教上の違いなど)や外国人向けの医療
機関を受診する場合の留意点や、外国人患者(小児や妊産婦などを
含む)向けの説明資料(問診票、検査説明同意書、麻酔・手術に関す
る説明同署など)がある。医療制度マニュアルには出産育児一時金、
身体障害者手帳、高額療養費制度、介護保険制度などがある。保健
所、保健センター向けのマニュアルでは保健サービス業務一般に係
る案内、パンフレットや届出用紙などがある。 
 
６）運用状況について 
本年 10 月末時点での登録数は 156 医療機関で内訳は病院

73(46.8%)、診療所 45(28.8%)、保健所・保健センター27(17.3％)、
市町村 11(24.4%)となっている。登録医療機関数は順調に増加して
いるが、近年は新規登録医療機関が減少傾向にある。登録医療機関
の加入状況を平成 29 年度実績と今回(令和 3 年 10 月末時点)とで比
較してみると前者の内訳は通訳派遣 70(54％)、電話通訳 59(46%)
に対して後者では通訳派遣 96(61%)、電話通訳 60(49%)となって
おり、通訳派遣を選択する医療機関が増加している。 
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７）通訳派遣 
派遣件数の年次推移をみると平成 30（2018）年をピークにその

後若干減少傾向がみられる。言語別の集計ではポルトガル語が 43％
と最も多く、次いで英語(20%)、スペイン語(17％)、中国語(15%)
となっている。平成 29 年からはタイ語、ネパール語、ベトナム語、
インドネシア語も対応するようになり、近年ではベトナム語の増加
が著しい。利用実績の分析(令和 2 年度)では、利用実績のある医療
機関は全体の 22％に過ぎず、大多数(78%)は登録のみで利用実績は
なかった。利用件数の割合をみるとその大多数(437 件 58％)は病院
が占めており、利用施設の一極集中傾向が認められる。 
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８）電話通訳 
利用状況の年次推移をみると発足当初から一貫して増加傾向がみ

られ近年では 500～600 件前後で推移していたが、本年度の速報値
(本年 9 月末時点)ではすでに 1,120 件と急激な増加がみられた。言
語別の年次推移では、発足当初からポルトガル語が最も多く、その
傾向は現在でも変わらない。今回の速報値でもポルトガル語が突出
して多くフィリピン語の増加が著しい。加入コースの内訳をみると
最も利用時間の長い A コースでは 1(2%)、次いで B コース 6(10%)、
C コース 22(36%)、D コース 31(52%)となっており、利用時間が
短く利用料金も安いコースを選択する施設が多い。登録医療機関の
内訳をみると病院が 43(71.7%)で、次いで診療所 9(15%)、市町村
5(8.3%)、保健所・保健センター3(5%)であった。利用実績の分析
では全登録医療機関 60 の内利用実績があるのは 43.4%であり、残
り 34(56.6%)は登録のみで利用実績はなかった。 
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９）紹介状などの翻訳業務 
文書翻訳の件数は派遣通訳や電話通訳に比較して少ない。言語別

利用件数の年次推移では、発足当初から英語が最多であったが近年
はポルトガル語の増加が著しく令和 2 年度では英語を抜いて最多と
なった。 
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平成 24 年度の本格運用から現在に至るまで比較的順調な利用実

績がみられるが、その成功要因は行政と医療通訳を養成する大学及
び通訳サービスを利用する医療機関を束ねる医療関係団体とが一堂
に会して運営に携わっていることにある。特に愛知県は全国でも有
数の製造業関係の大企業が多く、その下請け会社などを含めると非
常に多くの労働力が必要とされるため外国人労働者の人口比率も高
くなっている。そのような背景から外国人労働者が多く居住するエ
リアで開業する医療機関では医療通訳に対するニーズは非常に高く、
本システム発足当初から相当数の医療機関が登録し順調な運営状況
となっている。しかしその一方でいくつかの問題点も指摘されてい
る。 
もっとも重要でかつ根本的な問題は通訳に係る費用負担である。

療養担当規則等では通訳に係る費用は療養の給付とは直接関係のな
いものとして患者に請求することが可能となっているため、本シス
テムでは患者と医療機関の双方で折半して負担することが原則とな
っているが、実態はそれとは異なっている。平成 30（2018）年に
県下 324 病院に対し医療通訳に関するアンケート 2)を実施し費用負
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担について尋ねたところ、医療通訳を導入している 59 医療機関の
内 64％が全額負担していると回答していた。外国人患者は決して裕
福な生活環境にはなく、通訳費用のうち半分であっても請求しにく
いとの配慮が働いているものと思われる。今回集計したデータから
も比較的体力のある大手の医療機関に通訳派遣が集中し、電話通訳
も病院の利用率が高い。以上より今後在留外国人に対し保険診療下
で医療通訳を拡充するためにはこの費用負担の問題を解決すること
が必須である。在留外国人の保険診療における通訳費用は診療報酬
での給付という選択肢はないため、現状では補助金や助成金などに
よる対応しかないであろう。 
通訳派遣に関しては本協議会の構成員である外国語講座を有する

大学の協力によりスムーズに行われているが、基本的にボランティ
アベースでの通訳業務であるため、一般の通訳業務に比較して低額
な報酬となっている。また通訳に係る医療過誤に対する責任の所在
も医療機関側に帰することとなっており、近年の医療通訳のリスク
マネジメントに対する考え方とは異なるものとなっている。国際臨
床学会(ICM)では医療通訳に求められる専門的な知識、技能を担保
した資格として ICM 認定医療通訳士Ⓡを創設し、プロフェッショ
ナルとしての医療通訳の養成を行っている。本システムも同学会が
規定する医療通訳試験実施団体としての認定を受け、適正なカリキ
ュラムに従って医療通訳の養成を行うのが望ましいと思われる。し
かしその認定を受けるためには相当の費用が発生するため、ボラン
ティアベースで派遣通訳を運営している本システムには馴染まない。
また昨今の新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う対面業務を忌避す
る風潮や通訳業務の簡便性から電話通訳や通訳デバイスが選択され
る傾向があり、本システムにおける通訳派遣の将来像が描きにくく
なっている。今後の医療通訳のありようとしてはボランティアベー
スではなく質が担保されたプロフェッショナルとしての相応の報酬
が得られるものでなければならない。その意味で本システムにおけ
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る通訳派遣業務は今まさに岐路に立たされているといえよう。 
一方電話通訳に関しては、質の担保された通訳者による 24 時間、

365 日いつでも利用可能という利便性や新型コロナウイルス感染症
蔓延による対面業務に対する意識変化等により、今後ますます需要
は高まるものと思われる。しかしここでも問題となるのは費用負担
である。本システムの料金体系は月額定額制で使用頻度が高いほど
割安(50 円⇒25 円/分)になるとは言え、初診料や再診料の中から通
訳料が支払われるとなると無視できない支出となる。よって十分に
体力のある大規模な医療機関での利用頻度が高くなり、診療所では
登録のみで利用実績のない医療機関が多くなっている。また近年で
は新規協定医療機関としての登録件数も減少傾向にある。派遣通訳
と同様に補助金や助成金などによる対応がなければ在留外国人を受
け入れる医療機関の広がりは望めないであろう。都道府県単位での
対応には限界があり国レベルでのさらなる対応を求めたい。 
 
 
【引用文献】 
1）あいち医療通訳システムホームページ  (www.aichi-iryou-

tsuyaku-system.com) 
2) 日本医師会第 1 回 外国人医療対策会議 現場からの報告（愛知県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/
http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/
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（４）福岡県の取組 
１）福岡県内の在留・訪日外国人数推移（人） 

①在留外国人 
 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

人数 56,437 57,696 60,417 64,998 72,039 77,044 83,468 81,072 

 
②訪日外国人 
 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 

人数 94,179 100,527 104,196 107,223  101,481 98,643 89,538 未確定 

 
２）これまでの経緯 
平成 23（2011）年１月に医療滞在ビザが創設されたことにより、

アジアを中心に海外から治療目的で来県する患者が増加することが
見込まれたが、県内の多くの医療機関では外国人患者の受入れ体制
が整備されておらず、また、海外の外国人患者からの相談を受ける
窓口もない状況であった。そのため、本県では、高度医療を提供す
ることによって国際貢献していくため、外国の医療機関及び外国人
患者からの相談受付、県内の医療機関の情報提供や医療通訳の養
成・派遣など外国人患者の受入れにあたっての各種支援を行ってい
くための窓口として、平成 24（2012）年１月に福岡アジア医療サ
ポートセンターを設立した。 
平成 25（2013）年、政令市である北九州市（公益財団法人北九

州国際交流協会）において医療通訳派遣事業を開始。 
平成 26（2014）年、福岡アジア医療サポートセンターおいて、

医療機関からの依頼に応じて、電話通訳や医療通訳ボランティアの
派遣を行う「医療通訳サービス」を開始。対応言語は、英語、中国
語、韓国語、タイ語、ベトナム語の５言語対応。 
平成 27（2015）年８月より、県内に在住する外国人の方や旅

行・ビジネス等で本県を訪れる外国人の方向けに、電話にて、日本
の医療保険制度の紹介や医療機関の案内などを行う「医療に関する
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電話案内」サービスを開始。 
平成 29（2017）年度から、「電話通訳」及び「医療に関する電話

案内」について、24 時間 365 日対応の「多言語対応コールセンタ
ー」を設置。対応言語は 19 言語に拡充。 
令和２（2020）年 11 月より、外国人患者の受入れに伴う、医療

機関からの様々な相談にワンストップで対応できるよう「医療機関
向けワンストップ相談窓口」を設置。また、本事業はアジア圏だけ
でなく、欧米各国の言語も対象にしており、センター名称を実態に
沿ったものとするため「ふくおか国際医療サポートセンター」に改
称した。 
 
３）医療通訳事業の詳細 

①福岡県「ふくおか国際医療サポートセンター」について 
＜医療通訳＞ 
〇医療機関向け医療通訳者派遣 
・医療機関からの依頼に応じて通訳ボランティアを派遣し、外国人
患者の診療時等に医療通訳を実施 

・対応言語：５言語（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語） 
・対応時間：平日９時～18 時 
・医療通訳ボランティアに対し、フォローアップ研修を実施 
 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 
通訳派遣回数 125 157 120 91 174 62 
 
医療通訳ボランティア登録者数 
（令和３年８月末時点） 156 名 

医登録医療機関数 
（令和３年９月末時点） 233 施設 

 
〇外国語対応コールセンター 電話通訳 
・専門の通訳事業者に委託し、医療機関又は外国人からの依頼に応
じて、電話通訳を実施 
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・対応言語：19 言語（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語、タガログ語、ネパール語、スペイン語、ポルト
ガル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、マレー
語、ミャンマー語、クメール語、シンハラ語、モンゴル語） 

・対応時間：24 時間 365 日 
 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 
通訳回数 16 19 281 584 670 407 
 
＜相談対応＞ 
〇外国語対応コールセンター 医療に関する案内  
・外国人からの問い合わせに対して医療保険制度や医療機関を案内 
・対応言語：19 言語（英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語、タガログ語、ネパール語、スペイン語、ポルトガ
ル語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、マレー語、
ミャンマー語、クメール語、シンハラ語、モンゴル語） 
・対応時間：24 時間 365 日 
 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ 
電話通訳・ 
医療に関する案内 356 778 1,083 863 

 
〇医療機関向けワンストップ相談窓口 
・外国人患者の受入に伴う医療機関からのさまざまな相談に、ワン
ストップで対応できるよう、医療機関向けの相談窓口を設置し、
各種アドバイスを実施 

・対応時間：平日９時～17 時（対応時間外は、厚生労働省が全国一
律の窓口により対応） 

〔相談内容（例）〕 
・異なる文化や宗教上の考えを持つ外国人患者への対応方法 
・医療費の概算額の事前提示など、未収金の発生を防止するための
対応方法 等 
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②北九州市「医療通訳派遣」について 
・医療機関からの依頼に応じて通訳ボランティアを派遣し、外国人
患者の診療時等に医療通訳を実施 

・対応言語：３言語（英語、中国語、韓国語） 
・対応時間：月～土曜日の９時～17時 
 
４）今後の課題 

・通訳派遣については、希望日の３日前までに医療機関が申し込ま
なければならず、予約患者以外に使用することが困難である。 

・医療機関の依頼で派遣される通訳者は、「医療機関が行う医療行
為の補助者」となり、医療通訳を起因とする外国人患者との紛争
が発生した際は、医療機関が加入する医賠責での対応となる。医
療機関ではなく、外国人患者が通訳者同伴で来院できる体制を構
築する必要がある。 

・オンラインを活用した医療通訳の実施。 
・医療通訳者の質の担保。通常の通訳と違い、専門的知識が必要と
なることか、質を担保するためにも全国統一した資格等の創設が
必要と考える。 

・外国人患者への通常医療に付与する人的・物的コストに係る財政
支援が必要である。 

・本県では、二次医療圏（13 医療圏）ごとに最低１か所外国人患者
を受け入れる拠点的な医療機関（37 医療機関）を設置しているが、
訪日・在留外国人数に応じて適切に拠点的な医療機関を設置して

医
療
機
関

外
国
人 通訳

依頼

通訳

依頼 通訳者派遣

・5言語(英,中,韓,ﾀｲ,ﾍﾞﾄﾅﾑ)

・平日9時～18時

電話通訳（外国語対応コールセンター）

・19言語

・24時間365日

ふくおか国際医療サポートセンター
<医療通訳> <相談対応>

医療に関する案内（外国語対応コールセンター）
・19言語

・24時間365日回答

相談

回答

相談

医療機関向けワンストップ相談窓口

・平日9時～17時

医
療
機
関

外
国
人
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いくことが望ましいと考える。 
・未収金に対する県や国の補償がないため整備が求められる。 
 
【参考】 
委員会について 
①アジア高度医療拠点検討委員会（平成 22 年３回） 
②多言語医療機関実務者会議（平成 22 年度、23 年度） 
・外国人患者の受入れを通じた課題の抽出、円滑な受入れに資する
ための方策の検討を行うことを目的とし、アジア高度医療拠点検
討委員会（平成 22 年３回）の下部組織として、１０医療機関及
び旅行会社、損害保険会社で構成する実務者会議を設置。 

・外国人患者受入れにあたっての課題や医療通訳の養成・派遣、福
岡アジア医療サポートセンターの設置に関して協議を行った。 

 
 
③福岡アジア医療サポートセンター運営委員会（平成 24 年度２回） 
・福岡アジア医療サポートセンター設立後は、福岡アジア医療サポ
ートセンター運営委員会を多言語医療機関実務者会議に替えて設
置。 

・福岡アジア医療サポートセンターの事業報告を行うとともに、業
務に関する提案や助言をいただくこととしている。 

④外国人患者受入体制整備に係る検討会議（令和元年度２回） 
・外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関の選定を行うことを目
的に設置。 

・本県では、外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関として 37
医療機関（病院 26 施設、診療所４施設、歯科診療所７施設）を
選定している。 
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（５）沖縄県の取組 
平成 27（2015）年以降、沖縄県を訪れる観光客の急激な増加が認

められ、それに比例して病気や怪我で病院を受診する外国人観光客
が増加してきた。当時は、外国人患者に対応できる体制が整備され
た病院はほとんどなく、どこの病院でもその対応には苦慮し、沖縄
県医師会にも解決を求める声が多く届いた。そのために沖縄県医師
会としては、県内の急性期病院に外国人患者についてのアンケート
調査を平成 29（2017）年に実施した。その結果、一番困っている
のは、やはり言葉の問題であった。その次に医療費の未収金の発生
であった。沖縄県の観光立県の余波として病院を受診する外国人の
問題は、沖縄県も協同歩調で解決すべき問題として、県当局にも協
力を求めた。 

沖縄県としてもその対策として平成 30（2018）年より、年間予
算 3,000 万円規模で、電話通訳、コーディネーター育成事業などを
実施してきた。その後、外国人患者の色々な問題に対しても速やか
に解決を図れるワンストップ窓口の設置なども要望してきた。現在
では、沖縄県として以下の内容のコールセンター事業を実施してい
るので紹介する。 
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インバウンド医療対応多言語コールセンター事業 
【事業目的】 
外国人観光客が、急な病気やケガに見舞われた場合でも、安心し

て沖縄観光を楽しめるよう、受入体制の整備や、外国人観光客を受
け入れる医療機関等の負担軽減を行うことを目的に、医療機関から
の電話通訳依頼等に応じるインバウンド医療対応多言語コールセン
ター事業を実施する。 

 
【コールセンター名称】おきなわ医療通訳サポートセンター 

 
１）Free Phone Medical Consultation（外国人観光客向け急な 

病気・ケガの電話相談）  
 
【事業概要】 
外国人観光客等から病気やケガ等に係る電話相談を受け付け、症

状等の聞き取りを行い、必要な助言や外国語対応可能な医療機関等
の案内を行う。 
 
【利用対象者】 
外国人観光客等 

 
【対応時間】 

24 時間、365 日 
 
【対応言語】 
英語・中国語(北京語、広東語)・韓国語・スペイン語・ポルトガ

ル語・タイ語・ベトナム語・インドネシア 語・タガログ語・フラン
ス語・ネパール語・マレー語・イタリア語・ドイツ語・ロシア語
(全 16 言語) 
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２）医療機関向け 電話･映像医療通訳サービス 
 
【事業概要】 
医療機関に来院の外国人観光客対応のため、電話機の受け渡し又

は映像端末による通訳提供する。 
 
【利用対象者】 
沖縄県内の医療機関 

 
【対応時間】 

24 時間、365 日  
 
【対応言語】 
英語・中国語(北京語、広東語)・韓国語・スペイン語・ポルトガ

ル語・タイ語・ベトナム語・インドネシア 語・タガログ語・フラン
ス語・ネパール語・マレー語・イタリア語・ドイツ語・ロシア語
(全 16 言語) 
 
以下 10 言語については、原則予約制にて対応 

台湾語、アラビア語、ウルドゥー語、クメール語、ダリー語、パシ
ュート語、ベンガル語、ラオス語、イタリア語、ドイツ語 
 
３）医療機関向け 簡易翻訳サービス 
 
【事業概要】 
外国人観光客の対応に必要な問診票や案内等の翻訳を行う。 

 
【利用対象者】 
沖縄県内の医療機関 
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【受付時間】 
24 時間、365 日（原則依頼受理後 72 時間以内に納品） 
※1 施設あたり 1か月 30 件まで(1 件=200 文字) 
※契約書等、法解釈を含むものは、翻訳対象外 

 
【対応言語】 
英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓国語、タイ語、ベトナム語、

インドネシア語、タガログ語、ヒンディー語、ネパール語、ミャン
マー語、モンゴル語、ペルシャ語、スペイン語、ポルトガル語、フ
ランス語、ロシア語、アラビア語、ベンガル語(全 16 言語) 
 
４）医療機関向け インバウンド対応相談窓口 
 
【事業概要】 
外国人観光客の対応に伴う、様々な問題や課題の解決について、

医療機関からの相談を受け付ける。 
 
【利用対象者】 
沖縄県内の医療機関 

 
【対応時間】 

(平日)午前 9 時から午後 5 時まで 
 
この４事業についての利用件数を示す。 
① 急な病気・ケガの電話相談窓口（外国人観光客向け） 
令和元年度：52 件 令和２年度：19件 

② 電話･映像医療通訳サービス（医療機関向け） 
令和元年度：1,266 件 令和２年度：712 件 
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③ 簡易翻訳サービス（医療機関向け） 
令和元年度：1,119 件 令和２年度：1,288 件 
※日本語 200 文字で 1 件とカウント 

④ インバウンド対応相談窓口（医療機関向け） 
令和元年度：70 件 令和２年度：22件 

 
この事業のおかげで、県内病院の院内多言語化や外国語対応がス

ムーズになり、次第に観光客からも安心感が得られてきていると思
われる。 
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６．まとめと提言 
 前述のとおり、これまで外国人医療を取り巻く地域の現状や、直
面している課題、そしてこれらを踏まえた地域における取組事例等
について章立てて説明をしてきた。 
とりわけ、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、

我が国も甚大な被害を受け、約 2 年が経過した。その中で、在留外
国人における諸課題や、コロナ禍における有事の対応が浮き彫りと
なった。 
 これらを踏まえ、日本医師会に求められる役割や要望等について、
下記のとおり提言をする。 
 
（１）ワンストップ窓口について 
 ワンストップ窓口は、厚生労働省が平成 30（2018）年より都道
府県に設置の推進を行っているが、まだ未設置の都道府県が数多く、
地域における外国人患者受入れ体制整備等を検討する協議会の設置
状況についても半数以上の都道府県が未設置の状況である。地域の
実情を鑑みると、都道府県単位での設置は困難だと思われ、日本医
師会には引き続き厚生労働省に対し、電話医療通訳が無料で 24 時
間・365 日利用できる体制を全国で１～2 カ所設置し、平日と休
日・夜間で体制が異なるような現行体制の見直しを要望することを
求める。 
 
（２）医療通訳について 
①体制 
医療通訳に掛かる費用について、現行制度では、患者へ「請求が

できる」となってはいるが、現状では、医療通訳費用を患者へ請求
できることを知らない医療機関もあれば、「クレームになりかねな
い」、「他の医療機関へ行ってしまうのではないか」、「外国人差別に
なり兼ねない」等の理由から、大半の医療機関が医療通訳費用を請
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求せずに負担している。医療の公益性を鑑みれば、外国人医療に関
わる医療通訳体制は、国や地方自治体からの公費支援で賄うのが妥
当と思われ、今後も増加すると思われる訪日・在留外国人の患者受
入れ体制整備を整えるためには、日本医師会には厚生労働省に対し、
医療機関が通訳費用を自己負担することがないよう手厚い支援を要
望することを求める。 

 
②周知 
令和 2（2020）年 4 月より、日本医師会会員向けに「日本医師会

医師賠償責任保険医療通訳サービス」を実施しているが、その利用
件数はサービス開始から令和 3（2021）年 9 月末時点で約 400 件程
度であった。主な要因として、コロナ禍による訪日外国人観光客の
消失はあるものの、本サービスのメリットや使い勝手等が会員へ周
知されていないことが挙げられる。ワンストップ窓口の体制が確立
されていない中、本サービスの重要性は極めて高いと思われる。 
 したがって、日本医師会には、本サービスの委託先企業と連携の
上、改めてそのニーズを適宜把握し、その周知や、外国人患者受入
れ体制整備に係る実地研修等の支援を要望したい。 
 
③トラブル・処理 
医療通訳者の誤訳が起因して生じる損害賠償事案が散見される。

現状、これらのリスクは、医療機関の負担で加入している損害賠償
責任保険で対応をしているが、原則論でいえば、ボランティアを含
む外部の医療通訳者の誤訳リスクまで医療機関が備えなければなら
ないのか疑問である。 
厚生労働省では、医療通訳の質の向上・育成に向けた取組の一環

として、一定レベル以上の能力を備えた医療通訳者の育成を目的に
『医療通訳育成カリキュラム基準』等を作成して、医療通訳者の育
成支援等に努めているが、未だ医療通訳者は不足しており、育成が
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急務である。その環境下で、誤訳による損害賠償リスクを医療通訳
者本人に負担をさせるのは酷かと思われる。したがって、日本医師
会には、厚生労働省に対し、質の高い医療通訳者の養成支援および、
医療通訳者の誤訳が起因した際の損害賠償に係る補償制度の創設に
向けた検討を要望したい。 
 
（３）未収金等の補填事業について 
 医療費の未収金問題は外国人に限らず、医療機関にとって長年の
課題である。厚生労働省では、未収金の未然防止対策の一環として、 
「外国人患者受入れのための医療機関向けマニュアル」や、医療費
不払い抑止のための「受診時対応チェックリスト」、受付で使える
「訪日外国人受診者対応簡易手順書」の作成、不払いを発生させた
訪日外国人患者の「情報登録システム」の構築、これらに関するオ
ンラインセミナーの開催等、様々な施策を講じている。 
また、令和３（2021）年 6 月より、民間保険の加入を前提に、短

期滞在入国者等であっても感染症法による入院患者の自己負担の取
扱いが変更 3され、新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費に
関しては自己負担を求めても差し支えないことになったが、前述の
とおり、未収金の問題は未だに解決していない。 
不払いが生じた医療機関への財政支援となる未収金等の補填事業

についても、現状では都道府県毎に行われており、その内容や取組
状況については十分とはいえないものである。 
したがって、日本医師会には、未収金の未然防止に向けた研修等

の取組支援と併せて、厚生労働省に対して、医療機関が未収金によ
る損害のすべてを負担することが無きよう、都道府県における補填
事業の創設および更なる拡充、または国として新たな補填事業の創
設の検討を強く要望したい。 

 
3 令和 3年 6月 28 日付事務連絡「短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担について」 
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７．おわりに 
 
会長諮問を受けて、外国人医療の諸問題を多角的に検討し、具体

的な取組を示すことが本委員会に求められた課題であった。新型コ
ロナウイルス感染症の蔓延は国内に甚大な影響を与えたが、とりわ
け在留外国人への衝撃は大きかったように思う。 
外国人医療に関する現状や課題が、国・自治体・医療通訳関係団

体・民間企業・都道府県医師会等から具体的に報告され、委員会で
共有された。感染症の波は繰り返し国内を襲い、在留外国人コミュ
ニティでのクラスター発生も報じられた。その中で、言語、通訳、
文化・習慣等の違い、医療安全といった諸課題が新型コロナウイル
スの感染拡大により浮き彫りとなった。 
外国人に対する医療提供にはより多くの時間や労力が求められ、

リスクが伴う。医療通訳の普及、ワンストップ窓口による支援、未
収金対策、外国人の視点に立った対応等、横断的で合理的な制度設
計が求められる。 
委員会の開催中に国や都道府県医師会から前向きな取組がいくつ

も紹介され、その中で挙がった外国人医療を行う上で役に立つ情報
や相談窓口、支援ツール等を集約する形で、日本医師会ホームペー
ジ内に外国人医療に関するポータルサイト「外国人医療関連」4が新
設されたことは誠に心強かった。今後も、より多くの医師会、医療
関係者が前向きに外国人医療に取り組めるよう期待したい。 
外国人医療は多様性のひとつの象徴であり、その対策は我が国が

目指すべき共生社会の実現にとって不可欠である。今後も行政を含
めた多職種協働による継続的支援が必要であり、本報告書が少しで
もそのお役に立てれば幸甚である。 

 
4 日本医師会ホームページ 外国人医療に関するポータルサイト「外国人医療関連」

https://www.med.or.jp/doctor/region/fmc/010124.html 
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